
 

 

令和５年度 指定移動支援事業所集団指導及び意見交換会 

 

日時：令和５年12月21日（木） 

午前９時30分～10時30分 

オンライン（ZOOM）開催  

 

 

１．移動支援事業の現状 

２．移動支援事業の運用 

３．事業所の指定・変更申請の手続き 

４．指導と監査 

５．地域生活支援拠点の登録について 

６．その他 

７．質疑応答・意見交換 
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資料１ 



１．移動支援事業の現状 

 

  移動支援事業は、障がい者及び障がい児が円滑に外出し、自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、移動を支援して福祉の増進を図ることを目的としており、本市で

は、平成 18 年度から事業を実施しています。 

  浦安市民にサービスを提供している事業所は、令和５年 11 月１日現在、市内に２５か所、

市川市に１1 か所、そのほかの市外に２７か所、計６３か所です。 

 

（１）利用実績 

 

 

 

 

 

 （２）利用見込み（障がい福祉計画より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）（参考統計）移動支援事業支給決定者の内訳   

令和 5 年３月末現在：支給決定者 642 人 

 

①年齢別統計       ②男女別統計      ③手帳等所持者別統計 

       
  

④身体介護の有無      ⑤通園・通学の有無 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

年間利用時間 39,549 43,931 46,193 

実利用者数 412 429 447 

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年間利用時間 49,722 50,147 50,578 

実利用者数 536 540 545 

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

年間利用時間 46,423 46,743 47,095 

実利用者数 449 452 556 

就学前 ７ 

小学生 25 

中学生 12 

高校生 17 

18～64 歳 350 

65 歳以上 231 

合計 642 

伴う 599 

伴わない 43 

合計 642 

男性 333 

女性 309 

合計 642 

身体（視覚以外） 283 

身体（視覚） 53 

精神・自立支援医療 118 

療育 175 

難病 13 

その他 0 

合計(重複 39） 642 

有 17 

無 625 

合計 642 



（４）同行援護・行動援護利用の推進 

    平成 23 年 10 月 1 日より、重度の視覚障がいのある方に対する外出の支援として、

同行援護が障害福祉サービスに位置付けられました。令和５年 11 月１日現在、市内には

同行援護の指定事業者が５事業所あり、視覚に障がいのある方への外出支援を担っていた

だいています。 

浦安市では、視覚に障がいのある方の外出支援を従来の移動支援から、より専門性の高

い同行援護への移行を推進したく、移動支援事業の支給決定者のうち視覚障がいのある方

に対しての通知や視覚障がい者団体へ同行援護の利用推進について、周知を図ってきまし

た。 

視覚に障がいのある方が、円滑に同行援護を利用することができるよう、同行援護の指

定の検討をお願いします。 

また、市内には行動援護の指定事業所が１事業所あり、知的障がい又は精神障がいによ

り行動上著しい困難を有する障がいのある方であって常時介護を要する方を対象に危険

を回避するために必要な支援、外出支援等を担っていただいています。 

こちらも同じく、円滑に行動援護を利用することができるよう、行動援護の指定検討を

お願いします。 

 

※同行援護、行動援護の指定手続については千葉県障害福祉事業課ホームページを参照し

てください 

 
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/ shienhou/index.html 

 

  （５）病院内の介助について 

    病院内の介助の取り扱いについては、「基本的には院内のスタッフにより対応されるべ

きものである」とのことから、院内介助を障害者総合支援法における通院介助としてサー

ビス提供をすることは、基本的にはできないものとされています。しかしながら、実際は

院内のスタッフによる対応を得られない場合も多くあることから、市では病院内の介助に

ついては移動支援で行うことを認めてきたところです。 

    また、要介護認定を受けている方については、市独自事業として「通院ヘルプサービス

事業（介護保険課）」にて病院内の介助を受けられる体制を整えています。 

    なお、両制度を受けられる利用者の院内介助については、移動支援の利用を優先としま

すので、ご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．移動支援事業の運用にあたっての注意事項 

 

（１）申請書の個人番号の記載について 

    マイナンバー制度開始に伴い、平成 28 年 4 月 1 日より移動支援事業利用申請書に障 

   がい者及び障がい児とその保護者の個人番号欄が追加されています。 

  

（２）利用者負担金に係る区分について 

18 歳の誕生月の翌月（誕生日が月の初日の場合は当該月）から、利用者負担上限額に

ついて、保護者の課税状況から本人の課税状況で再認定を行います。この再認定（変更）

に関する案内は、市より利用者に行います。 

記載変更後に利用者証の提示があった際は、市民税課税世帯(1 割負担)から非課税世帯

(0 円)に変更となるケースが多いことから、必要に応じて再契約等、給付費請求事務に過

誤が生じぬよう、対応をお願いいたします。 

 

（３）年度替わりにおける更新後の利用者証の内容確認について 

支給決定開始日は、申請日以降となります。平成 26 年 10 月 14 日付浦障事第 476 

号通知にあるとおり、申請日以前の遡りの支給決定は行いませんので、ご注意ください。 

また、未更新の方から利用申し込みがあった場合は、更新手続きを行うようご案内くだ 

さい。 

更新の際、決定内容（身体介護の有無、利用者負担上限月額 等）が前年度の支給決定 

内容と異なる場合がありますので、請求の際も必ずご確認ください。 

 

（４）請求事務について 

※請求書類の提出は、サービス提供翌月の２日から１０日まで（１０日が休日の場合には

前日まで）にお願いいたします。それ以前の提供月に遡って請求書を提出される場合には、

提出前に障がい福祉課へご相談ください。提出方法の説明と支払いについてご案内いたし

ます。 

※利用者番号順に利用者ごとに明細書と実績記録票の順に重ねた状態で提出してくださ

い。 

 

（５）請求関係書類提出時の注意点 

請求書 

② 内訳の合計欄の金額漏れがないか確認してください。 

②請求書の「請求事業者 名称」欄には、法人名を記載してください。法人名と移動支援事

業所名が一致しない場合には、法人名の次の行に移動支援事業所名を記載して下さい。 

記載例）社会福祉法人●●●● 

移動支援事業△△△ 

③請求事業者欄の記載と、浦安市会計課に提出している口座登録内容は、全て一致する必要

があります。変更になった場合は、速やかに口座登録の内容変更手続きをお願いします。 

④法人名と振込口座が一致しない場合には、必ず請求書ごとに欄外に振込口座の記載して下

さい。 

 



明細書 

①利用者番号が記載されているか確認してください。 

実績記録票 

①サービス提供時間の開始時間、終了時間、算定時間数の記載漏れ、利用者確認印漏れが

ないか、ご確認ください。 

②訂正には修正テープは使用せず、二重線で訂正して上から利用者確認印を押してくださ

い。また、記入にはボールペン等消えないものをご使用ください。消えるボールペンや鉛

筆は使用しないでください。 

③１日の中で複数回のサービス提供を行った場合と、ヘルパー２人体制でサービス提供を

行った場合の実績記録票の記載方法は以下の図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （参考）移動支援事業ガイドライン  

        浦安市移動支援事業実施要領  

 

 

 

 

 

 

 



３．事業所の指定・変更申請の手続き 

 

 （１）申請の流れ 

    ①指定を受ける要件（次のいずれかに該当）を満たしているか確認 

     ・総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者 

・介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者 

・児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者 

    ②障がい事業課へ申請書類及び添付書類を提出 

    ③障がい事業課で指定を決定、事業者番号を通知 

    ④サービスの開始 

  

（２）提出書類 

  浦安市障がい者等移動支援事業者指定申請書(第 6 号様式)に添付書類を添えて提出してく

ださい。申請書（第 6 号様式）や参考様式は、市のホームページからダウンロードできます。 

 

  ①浦安市障がい者等移動支援事業者指定申請書(第 6 号様式) ※社判の押印は不要 

  ②次のいずれかの書類 

 ・指定障害福祉サービス（障害者総合支援法）の指定決定通知の写し 

 ・指定居宅サービス（介護保険）の指定決定通知の写し 

 ・指定障害児通所支援（児童福祉法）の指定決定通知の写し 

③事業者の定款等及び法人の登記事項証明書 

④事業所の管理者の経歴書 

⑤事業計画書 

⑥収支予算書 

⑦事業所の職員名簿 

⑧運営規程 

⑨サービス提供責任者の資格証明の写し 

⑩勤務形態が確認できるもの（勤務体制一覧等） 

⑪平面図（利用の相談や受け付けで使用しているスペースが確認できるもの） 

⑫口座登録依頼書 

⑬障害福祉サービス事業等開始届（県様式）※社判の押印は不要 

⑭付表 障害福祉サービス事業等に係る記載事項（県様式） 

 

 ○申請の際の注意事項 

  ①申請書提出の時期 

指定決定前にサービスを提供することはできません。申請から指定決定までに、２～３週

間を要することを見込んでください。 

  ②提出書類 

   次の書類は移動支援事業のみのものを提出してください。 

事業計画書、収支予算書、職員名簿、運営規程 

  

 



（３）変更 

     変更が生じてから 10 日以内に次の書類を提出してください。職員の変更については、

常勤職員の変更はその都度、非常勤は１年に１回４月を目安に提出してください。 

① 浦安市障がい者等移動支援事業者申請事項変更届（第８号様式） 

② 障害福祉サービス事業等変更届及び付表（県様式） 

③ その他、変更に係る書類 

      詳しくは、「変更届等に必要な添付書類」をご参照ください。 

 

 （４）辞退 

     次の書類を提出してください。 

     ①浦安市障がい者等移動支援事業者指定辞退届（第９号様式） 

     ②廃止届出書（県様式） 

 

４．指導と監査 

 

集団指導と実地指導は、事業の運営の適正化と、よりよいサービスの提供を目的として行

います。 

監査は、サービスの内容や給付の請求に不正又は著しい不当が認められる場合又はその疑

いがある場合に、事実関係を的確に把握し公正かつ適切な措置をとることを主眼に実施しま

す。また、実地指導の際に著しく不適切な点が見受けられた場合、監査に変更となる場合が

あります。 

 

（１）集団指導 

地域生活支援事業者に対して、過去の指導事例、留意点及び制度の改正内容等につい

て、原則として年１回講習会形式で行います。 

 

（２）実地指導 

集団指導実施後、原則として３年に１回程度の頻度で実施します。前年度の実地指導

結果等を踏まえ、必要と判断される場合や苦情の通報等があれば、当該年度も実地指導

を実施することがあります。 

① 実施の通知 

市は、対象事業所に対し、実地指導日の概ね１か月半前に書面で指導日をお知ら

せします。実施通知とともに「実地指導調書」と「自主点検表」を送付します。 

（参考）実地指導調書、自主点検表  

 

②資料の作成 

事業所は市に対し、自主点検を行った「自主点検表」及び所要事項を記入した「実

地指導調書」（添付資料含む）を実地指導日の２週間前までに提出してください。

（メールでの提出可） 

③資料の確認 

市は、上記の書類を確認し、必要に応じて修正や追加資料の提出を依頼します。 

     



 ④当日 

市は、実地指導の当日、「実地指導調書」（添付資料含む）、「事前提出資料」等を

もとに、聞き取り等により実地指導を行います。 

支援室等施設の確認と必要に応じて聞き取りを行いますので、事業所・施設の運

営状況や報酬請求についてご説明いただける方の在席をお願いします。 

原則として午前・午後の半日単位でおこないますが、臨時に実施する場合や、サ

ービス提供量が多い事業所については、１日単位で行うこともあります。 

     ⑤結果通知 

       実地指導後、概ね 1 ヶ月で結果通知を行います。改善の必要がある事業所は、

改善報告書を提出していただきます。 

     ⑥改善報告 

       改善報告書に必要な資料を添付して、期限までに報告していただきます。 

報酬、加算等に誤りがあった場合には、所定の様式により過誤の内容を整理し、

市に報告していただきます。 

（３）監査 

サービスの内容や給付の請求に不正又は著しい不当が認められる場合又はその疑い

がある場合に、事実関係を的確に把握し公正かつ適切な措置をとることを主眼に実施し

ます。 

①対象事業所 

      通報・苦情・相談等に基づく情報や、実地指導で確認した情報から、次のいずれ

かに該当する行為がなされたか、あるいは疑がいがあり確認が必要と認められた事

業所 

a.利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼした（利用者に対する虐待等） 

b.指定基準の重大な違反 

c.サービスの内容が不正又は著しい不当 

d.給付費の請求が不正又は著しく不当 

e.報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてもこれに従わず、又は虚偽

の報告をした。 

f.出頭を求められてもこれに応じず、質問に対しても答弁せず、若しくは虚偽の

答弁をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した。 

g.不正の手段により事業所の指定を受けた。 

②実施方法等 

a.必要があれば随時実施します。 

b.実地指導中に「著しい運営基準違反があり、利用者の生命又は身体の安全に危

害を及ぼす恐れがある」、「給付費の請求に著しい不正が認められる」と判断

したときは、直ちに監査に切り替え実施することがあります。 

ｃ.監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められる場合は、

後日文書により通知します。 

 

 

 

 



③行政上の措置       

a.勧告 

        期限を定めて、基準の遵守について勧告する。 

b.指定取消し等 

        指定基準違反等の内容が事業実施規則のいずれかに該当する場合は、指定の

取消し又は期間を定めて指定の全部又は一部の効力を停止する。 

※指定取消し等を行う前に、聴聞又は弁明の機会の付与を行います。 

 

 

 

 

                         

  

 

 

 

文書指導 

（軽微な違反） 
改善状況報告書の提出  

 

 

 

監査 

（検査） 

勧告 

（指定基準違反等） 

行政手続法による聴聞・ 

弁明の機会の付与 

（不正請求など重大な違反行為） 

指定の取消 

効力の停止 



（４）自主点検 

「自主点検表」には、指定基準のほか留意事項が掲載されており、自主点検をおこなう

ことは、見直しが必要な箇所の発見や、サービスと事業の改善に繋がります。 

今年度実地指導をおこなわない事業所においては、是非とも自主点検を行い、指定基準

を遵守し事業が運営されているか、報酬が適正に算定されているか等をご確認くださるよ

うお願いします。 

自主点検は事業者自らが行うものであり、自主点検表の提出は求めませんが、１年に１

回は時期を決めて自主的に実施するよう勧奨します。 

 

 （５）指摘事項と対応の例 

    他市町村での例を含め、よくある指摘事項を紹介します。 

 

契約に関する手続き等 

①運営規程、重要事項説明書、契約書を他事業と一本化していた。 

 ②契約書等に法定代理受領の内容が記載されていない。 

 ③利用者に渡す明細書等に法定代理受領の金額が記載されていない。 

事業者が受け取る給付費の額を利用者に通知してください。 

 

  記載の一例 

○見直し前  ４月１５日利用分 ２時間 ＝      ７４０円 

４月１６日利用分 １時間 ＝      ４００円 

        合計                １,１４０円 

 

○見直し後  ４月１５日利用分 ２時間 ＝     ７,４００円 

４月１６日利用分 １時間 ＝     ４,０００円 

        合計               １１,４００円 

  

  法定代理受領額           １０,２６０円 

       利用者負担額             １,１４０円 

 

運営に関する基準 

運営規程 

④運営規程上の従業者の員数、営業日、営業時間等が実態と異なっている。 

 

書類と記録の整備等 

⑤書類に記載された法律名や固有名詞に誤りがある。 

   【例】 

   ○障害者自立支援法 ⇒ 障害者総合支援法 

    ○浦安市障がい者等移動支援事業の実施に関する規則 

⑥利用者証の裏面に事業所名等を記載していない。 

⑦非常災害に関する具体的な計画を立てていない。 

 



 

 非常災害対策の運営規程への記載例 
●事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計

画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。 

 

●非常災害の発生の際にその事業を継続できるよう、他の社会福祉施設との連携を及び協力を行う体制の構築

に努めるものとする。 
 

苦情の受付 

⑧重要事項説明書の苦情等受付に、苦情受付担当者、苦情解決責任者、市役所障がい

福祉課等の外部機関が記載されていない。 

⑨苦情受付担当者と苦情解決責任者を別々に配置していなかった。 

⑩苦情記録簿を作成、保管していない。 

 

（苦情受付窓口の記載例） 
苦情等の受付について 

 
（１）苦情やご相談の窓口 

当事業所のサービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなど 
サービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用 
窓口で受け付けます。 
○お客様相談係・苦情受付窓口 担当者 浦安太郎  職名相談支援専門員 
○受付時間 毎週月曜日～金曜日 ９時～１７時 
（祝祭日、１２月２９日～１月３日を除く） 

○苦情解決責任者  猫実花子  職名 管理者 
 

（２）行政機関その他苦情受付機関 
浦安市役所 
障がい福祉課 

所在地 浦安市猫実１－１－１ 
電話番号 047-351-1111（代表） 
ＦＡＸ  047-355-1294 
受付時間 毎週月曜日～金曜日 ８時 30 分～１７時 

（祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

千葉県運営適正化委員会 
 

所在地  千葉市中央区千葉港４－３ 
（千葉県社会福祉協議会 内） 

電話番号 043-246-0294 
ＦＡＸ  043-246-0298 
受付時間 毎週月曜日～金曜日 ９時～１７時 

（祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

 

変更の届出 

⑪支援員等の変更があった場合に、変更届が提出されていない。 

常勤職員の変更はその都度、非常勤職員は１年に１回、４月を目安に変更届を提

出してください。 

 

給付費の算定・取扱い 

⑫サービス提供記録に記録がないにも関わらず、報酬を請求している。 

⑬予約のサービス提供時間と実績が異なるのに、予約の時間で請求している。 

 

その他 

⑭従業者の雇用契約や退職時に、退職後の秘密保持について取り決めを行うなどの措置を講じ

ていない。 

⑮移動支援事業と他事業とで会計区分を分けていない。



５．地域生活支援拠点の登録について 

  

（趣旨） 

   浦安市では、国の基本指針に基づき、令和２年 11 月より、基幹相談支援センターと東野

パティオ内多機能拠点を中心に、障がい児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居

住支援のための機能をもつ地域生活支援拠点の面的整備を進めているところです。 

  

 （期待される役割） 

   ・地域生活における安心の確保 

   ・地域生活への移行・継続の支援 

   

 （備えるべき機能） 

   ①相談（緊急時の相談・事前の支援対象者への把握） 

   ②緊急時の受入れ・対応 

（重度障害、医療的ケア等が必要なため、受入が困難で支援が必要な者） 

   ③体験の機会・場の確保 
（親元からの自立、施設・病院からの地域移行ニーズの把握・利用につなげる） 

   ④専門的人材の確保・養成 

（グループホームや短期入所における重度障害・医療的ケア等に対応できる人材） 

    ⑤地域の体制づくり 

 

 （浦安市での取り組み） 

   基幹相談支援センター、多機能拠点（（福）佑啓会）が中心となり、運営上の課題や仕組

み、地域課題について検討し、機能強化を図るための拠点運営会議を毎月開催しています。 

   地域課題に取り組む中で、必要に応じて市内の登録事業所も会議に参加し、複数の機関が

関わりながら支援する体制の構築を進めています。 

    

○登録事業所（事業所別）令和５年４月１日時点 

登録事
業所数 

 

総数 内   訳 

５８ 
相談系 ＧＨ 

短期入
所 

生活介
護 

就労系 
自立訓
練 

訪問系 児童系 その他 

１９ ６ ４ ６ １０ １ １ ６ ５ 

市内事
業所数 

２２７ ３２ ９ ６ ８ ２１ ３ ７９ ４３ ２６ 

（説明）市内 227 事業所中、58 事業所（26％）が地域生活支援拠点の登録を行っている。引き続き、
地域生活支援拠点事業への参画（登録）を促進していく。 

○登録事業所（担う機能）令和５年４月１日時点 

登録事業所
数 

実数 内   訳 

５８ 
相談機能 

緊急時受入
れ・対応 

体験の機
会・場 

専門的人

材の確保 
養成 

地域の体制づ
くり 

１７ １９ ３１ １２ ５５ 

 

 

 

 

 



６．その他 

（１）障がい福祉ガイドブック 

障がいをお持ちの方やそのご家族への福祉サービスなどをまとめた「障がい福祉ガイド

ブック」を発行しています。 

ホームページでもＰＤＦ版と電子書籍を公開しています。（トップページのメニューか

ら「健康・福祉・保険」⇒「障がい者支援」⇒「障がい者支援制度・事業」） 

この電子書籍は、スマートフォンやタブレット端末等でご覧になれます。事業所などの、

電話・E メール・ホームページ URL をクリックすると、電話やメール、ホームページの

閲覧をすることができます。また、こちらの電子書籍は、事業所一覧の情報を随時更新（１

２件まで）できますので、変更があった場合には、変更届と併せて、ガイドブックの更新

もお申し出ください。 
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○浦安市障がい者等移動支援事業の実施に関する規則 

平成19年３月13日 

規則第３号 

（目的） 

第１条 この規則は、障がい者及び障がい児が円滑に外出し、自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、障がい者及び障がい児の移動を支

援することにより、障がい者及び障がい児の福祉の増進を図ることを目的と

する。 

（平20規則28・一部改正） 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第４条第１項に規定す

る障害者をいう。 

(2) 障がい児 法第４条第２項に規定する障害児をいう。 

(3) 保護者 法第４条第３項に規定する保護者をいう。 

(4) 移動支援 法第５条第26項に規定する移動支援事業に係る移動支援の

うち、障がい者又は障がい児の移動（社会生活上必要不可欠な外出及び余

暇活動等の社会参加のための外出（営業活動等の経済活動に係る外出及び

通年かつ長期にわたる外出を除く。ただし、市長が必要と認める場合は、

この限りでない。）の際の移動をいう。）を個別的に支援するサービスを

いう。 

（平20規則28・平22規則23・平25規則35・平25規則39・平26規則34・

平30規則29・一部改正） 

（対象者） 

第３条 移動支援を利用できる者は、次に掲げる者とする。 

(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている障がい者又

は障がい児 

(2) 法第19条第３項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定す



 

 

る特定施設への入所前に本市に居住していたもの 

(3) その他市長が必要と認める者 

（平20規則28・平24規則24・一部改正） 

（利用時間） 

第４条 移動支援を利用できる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号

に定める時間数を基準として、市長が当該障がい者又は障がい児の事情を勘

案して定める時間を限度とする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）別表に掲げる視覚障がいの

ある障がい者又は障がい児 １年度当たり600時間 

(2) 身体障害者福祉法別表に掲げる視覚障がい以外の障がいがある障がい

者又は障がい児 １年度当たり480時間 

２ 前項の規定にかかわらず、年度の途中に第６条の規定による決定を受けた

者が移動支援を利用できる時間は、前項各号に定める時間数を12で除した数

に当該決定に係る利用月数を乗じて得た数を基準として、市長が当該障がい

者又は障がい児の事情を勘案して定める時間を限度とする。 

（平20規則28・平22規則23・一部改正） 

（申請） 

第５条 移動支援を利用しようとする障がい者又は障がい児の保護者は、各年

度ごとに、浦安市障がい者等移動支援利用申請書（別記第１号様式）により

市長に申請しなければならない。 

（平20規則28・平22規則23・一部改正） 

（決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、

利用の可否を決定し、その結果を浦安市障がい者等移動支援利用決定・却下

通知書（別記第２号様式）により、申請者に通知するものとする。この場合

において、利用の決定を受けた者（以下「利用者」という。）に対しては、

浦安市障がい者等移動支援利用者証（別記第３号様式。以下「利用者証」と

いう。）を併せて交付するものとする。 

（平20規則28・一部改正） 

（移動支援の利用） 



 

 

第７条 利用者は、第16条の規定により指定の決定を受けた事業者（以下「指

定事業者」という。）に直接依頼をし、利用者証を提示することにより、移

動支援を利用することができる。 

（平22規則23・一部改正） 

（利用助成金の支給） 

第８条 市長は、前条の規定により移動支援を利用した者に対し、利用助成金

として別表に掲げる額又は実際に要した費用の額のうちいずれか少ない方の

額を支給する。 

（平22規則23・追加） 

（代理受領） 

第９条 利用者は、前条に規定する利用助成金の支給については、指定事業者

に代理受領させることができる。 

（平22規則23・追加） 

（変更の届出） 

第１０条 利用者は、第５条の規定により申請した事項に変更を生じたときは、

浦安市障がい者等移動支援利用申請事項変更届（別記第４号様式）により、

速やかに市長に届け出なければならない。 

（平20規則28・一部改正、平22規則23・旧第８条繰下） 

（辞退の届出） 

第１１条 利用者が転出、死亡その他の事由により移動支援を必要としなくな

ったときは、浦安市障がい者等移動支援利用辞退届（別記第５号様式）によ

り、速やかに市長に届け出なければならない。 

（平20規則28・一部改正、平22規則23・旧第９条繰下） 

（利用決定の取消し及び利用助成金の返還） 

第１２条 市長は、偽りその他不正の手段により利用の決定を受け、又は利用

助成金の支給を受けた者があるときは、当該利用の決定を取り消すことがで

きる。 

２ 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に利用助成金が支給されているときは、期限を定

めて、その返還を命じるものとする。 



 

 

（平22規則23・旧第10条繰下・一部改正） 

（移動支援の利用の制限） 

第１３条 利用者が、法第５条第１項に規定する障害福祉サービス（以下「障

害福祉サービス」という。）のうち同条第３項に規定する重度訪問介護、同

条第４項に規定する同行援護又は同条第５項に規定する行動援護について法

第19条第１項の支給決定を受けている場合にあっては、当該障害福祉サービ

スの利用が優先されるものとする。 

２ 利用者が、介護保険法（平成９年法律第123号）第19条第１項に規定する要

介護認定又は同条第２項に規定する要支援認定を受けている場合にあっては、

当該サービスの利用が優先されるものとする。 

（平22規則23・旧第11条繰下・一部改正、平25規則35・平28規則29・

一部改正） 

（指定対象事業者） 

第１４条 移動支援の提供を行う事業者としての指定（以下「事業者指定」と

いう。）を受けることができる事業者は、次の各号のいずれかに該当する事

業者とする。 

(1) 法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者 

(2) 介護保険法第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者 

(3) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する

指定障害児通所支援事業者 

（平22規則23・追加、平25規則35・一部改正） 

（指定申請） 

第１５条 事業者指定を受けようとする事業者は、浦安市障がい者等移動支援

事業者指定申請書（別記第６号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申

請しなければならない。 

(1) 事業者の定款等及び法人の登記事項証明書 

(2) 事業所の管理者の履歴書 

(3) 事業計画書 

(4) 収支予算書 

(5) 事業所の職員名簿 



 

 

(6) その他市長が必要と認める書類 

（平22規則23・追加） 

（指定決定等） 

第１６条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、

事業者指定の可否を決定し、その結果を浦安市障がい者等移動支援事業者指

定決定・却下通知書（別記第７号様式）により、申請者に通知するものとす

る。 

（平22規則23・追加） 

（指定変更の届出） 

第１７条 指定事業者は、第15条の規定により申請した事項に変更を生じたと

きは、浦安市障がい者等移動支援事業者指定申請事項変更届（別記第８号様

式）により、当該変更の内容を証する書類を添えて、速やかに市長に届け出

なければならない。 

（平22規則23・追加） 

（指定辞退の届出） 

第１８条 指定事業者は、当該事業者指定を辞退するときは、浦安市障がい者

等移動支援事業者指定辞退届（別記第９号様式）により、速やかに市長に届

け出なければならない。 

（平22規則23・追加） 

（指定決定の取消し） 

第１９条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

事業者指定の決定を取り消すことができる。 

(1) 第14条各号のいずれにも該当しなくなったとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により事業者指定の決定を受けたとき。 

(3) 移動支援に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

（平22規則23・追加） 

（補則） 

第２０条 この規則に定めるもののほか、移動支援事業の実施に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

（平22規則23・旧第12条繰下） 



 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第28号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日規則第23号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年６月28日規則第42号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年６月28日規則第43号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の浦安市障がい者等移動支援事業の実施に関する規則の規定は、施

行日以後に開始した移動支援の利用について適用し、施行日前に開始した移

動支援の利用については、なお従前の例による。 

附 則（平成24年３月30日規則第24号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。ただし、第３条第１号の改正

規定は、同年７月９日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日規則第35号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日規則第39号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年５月28日規則第34号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第17号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第29号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日規則第29号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 



 

 

附 則（令和４年10月26日規則第71号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年３月29日規則第21号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第８条） 

（平22規則23・追加、平22規則42・平22規則43・平24規則24・平25規

則39・令５規則21・一部改正） 

区分 基準額 支給額 

市民税課税世帯

者 

市民税非課税世

帯者 

身体介護を伴う

場合 

１時間まで4,000円（以後30

分増すごとに 1,700円を加

算した額）。ただし、30分

を超えない利用にあって

は、2,400円とする。 

基準額の100分の

90に相当する額 

基準額に相当す

る額 

身体介護を伴わ

ない場合 

１時間まで2,400円（以後30

分増すごとに 1,200円を加

算した額） 

注 

１ この表において「市民税課税世帯者」とは、次の各号のいずれかに該

当する利用者をいう。 

（１） 障がい者であって、当該利用者のみで世帯が構成されたと仮定

した場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行令（平成18年政令第10号。以下「令」という。）第17条第

１号又は第２号に掲げる者に該当すること。 

（２） 障がい児であって、その保護者が令第17条第１号から第３号ま

で又は児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）第24条第１号から第

５号までに掲げる者に該当すること。 

２ この表において「市民税非課税世帯者」とは、次の各号のいずれかに

該当する利用者をいう。 



 

 

（１） 障がい者であって、当該利用者のみで世帯が構成されたと仮定

した場合に、令第17条第４号に掲げる者に該当すること。 

（２） 障がい児であって、その保護者が令第17条第４号又は児童福祉

法施行令第24条第６号（同号に掲げる者のうち、同号に規定する全て

の負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者

にのみ該当する者を除く。）に掲げる者に該当すること。 
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１．目的 

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際に、

ヘルパーが付き添い個別的に外出を支援します。外出のための身支度なども移

動支援に含まれます。ただし、営業活動に係る外出、障害者総合支援法上の介

護給付等に位置づけられるサービス、保育園等への通園等、社会通念上適当で

ない外出は除きます。 

 

２．利用対象者 

本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている次のいずれかの

方を対象とします。 

① 身体障害者手帳をお持ちの方 

② 療育手帳をお持ちの方又は知的障がいがあると判定されている方 

③ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方又は精神障がいがあると診断され

ている方 

④ 障害者総合支援法対象の指定難病がある方 

 

３．サービス利用までの流れ 

① サービス利用を希望する場合、まずは障がい福祉課へご相談ください。 

対象者要件等を確認し、手続き方法をご案内するとともに、必要に応じて、

生活状況等の聞き取りを行います。 

 

 ② 障がい福祉課での申請内容や聞き取り内容にもとづき審査後、決定通知

書・利用者証が利用者に交付されます。（郵送にて送付します。） 

 

 ③ 決定通知・利用者証が利用者のお手元に届きましたたら、市の指定を受

けている事業所の中から事業所を選び、サービス利用のための契約手続き

を進めてください。その際、事業所に利用者証提示してください。 

   ※ 事業所一覧表については、市ホームページや障がい福祉ガイドブック

でご確認ください。 

 

 ④ サービス利用開始 

 ※支給決定期間は４月～翌年３月までの１年度単位ですので、毎年度申請手

続きが必要となります。 
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４．支給量 

年間の支給量の限度時間は、次のとおりです。 

 年間利用限度時間 

視覚障がい者・児 600時間 

上記以外の障がい者・児 480時間 

 

５．利用者負担額 

原則として、サービス料の１割が利用者負担となります。基準単価は次のと

おりです。 

  市民税課税世帯※1※2 市民税非課税世帯※2 

身体介護を伴う

場合※3 

身体介護を伴わ

ない場合※3 

身体介護を伴う・伴わ

ない場合※3 

30分 240円 －円 0円 

1時間 400円 240円 0円 

以後 30分増

すごとに 
170円 120円 0円 

※ 行動援護の支給決定を受けている方で、１日８時間を超えるサービスが

必要な場合の移動支援の単価については、８時間までは行動援護の単価を

適用し、以後 30 分増すごとに、身体介護を伴う場合は 170 円、身体介護

を伴わない場合は 120円を加算した額とする。 

※１ 市民税課税世帯で、障がい福祉サービスと地域生活支援事業を併せて

１か月あたりの利用者負担額が 18,600 円を超えた場合は後日還付され

ます。 

※２ 利用者負担額算定の「世帯の範囲」については、障がい児（18 歳未

満）の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯、障がい者（18 歳

以上）の場合は障がい者本人のみとなります。 

※３ 「身体介護を伴う」、「身体介護を伴わない」の区分については、申請

時の聞き取り調査等において、次ページの判断基準により決定します。 

なお、「身体介護を伴わない」決定は、身体介護を行わないという意味

ではなく、サービス費の報酬算定上の区別です。 
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 <「身体介護を伴う」、「身体介護を伴わない」の判断基準 > 

 

① 障がい者の判断基準 

 障害支援区分が２以上または視覚障がい者手帳所持者で、かつ、申請時

の聞き取り調査項目について、 1が「できない」、または 2～5のうち１つ

以上が「見守り等」または「一部介助」または「全介助」、または 6～9のう

ち１つ以上「あり」と判定された方は、「身体介護を伴う決定」。それ以外は、

「身体介護を伴わない決定」。 

 

② 障がい児の判断基準 

 申請時の聞き取り調査項目について、1 が「できない」、または 2～5 の

うち１つ以上が「見守り等」または「一部介助」または「全介助」、または

6～9 のうち１つ以上「あり」と判定された方は、「身体介護を伴う決定」。

それ以外は、「身体介護を伴わない決定」。 

 

 〔調査項目〕 

1.歩行 つかまらない

でできる 

何かにつかま

ればできる 

できない  

2.移乗 できる 見守り等 一部介助 全介助 

3.移動 できる 見守り等 一部介助 全介助 

4.排尿 できる 見守り等 一部介助 全介助 

5.排便 できる 見守り等 一部介助 全介助 

6.パニックや

不安定な行動 
あり ・ なし 

7.てんかん発

作等 
あり ・ なし 

8.多動、注意欠

陥による危険

予測の困難性 

あり ・ なし 

9.視覚障がい

による歩行・移

動の困難性 

あり ・ なし 

10．特記事項 
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６．留意事項 

（１）全般 

・移動の方法は、徒歩又は公共交通機関（バス・電車・タクシー）等を利用 

するものです。 

・外出先において継続して、排泄、食事、更衣等の介助、金銭の支払い、計算

の支援、代読、代筆、見守り等の介助を受けることができます。 

・外出の際に保護者だけでは介護することが困難な場合にも利用できます。 

・重度訪問介護の支給決定を受けた方は、重度訪問介護が優先されます。 

・行動援護の支給決定を受けた方は、行動援護が優先されます。なお、１日に

８時間を超えるサービスが必要な場合は、移動支援の利用が可能となります。 

・同行援護の支給決定を受けた方は、同行援護が優先されます。 

・障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付・児童通所給付など）、日中一時

支援事業、または、介護保険サービスを利用している時間帯は、利用できま

せん。 

 

（２）利用できる外出 

①社会生活上必要不可欠な外出 

・突発的な
．．．．

通院や突発的な
．．．．

市役所等の行政公共機関や金融機関の手続き（居宅

介護・通院等介助の支給決定がある方で、自宅から行く場合は居宅介護・通

院等介助になります） 

・通院の際の医療機関内における（病院・診療所など）移動。 

・一日に複数の医療機関を受診する場合の医療機関から他の医療機関への移動 

・施設・学校等、自宅以外から行く場合の通院（児童の通院については、原則

として保護者の付き添いのもと、医療機関での受診・治療・調剤を受けるこ

と） 

・参政権にかかる投票所への送迎 

・各種団体の行事や会合等公的行事への参加 

・学校や施設の見学や利用の手続、入学手続、会社の説明会の参加 

・本人同伴の買物 

・工賃や収入が発生しない職場実習、職場体験、職業訓練等の参加 

・地域の自治会、婦人会、こども会等行事、祭りへの参加 

・冠婚葬祭への出席 

・行動援護の支給決定を受けている方で、１日８時間を超えるサービスが必要

な場合（→ＱＡ参照） 

②余暇活動等社会参加のための外出 

・講演会、博覧会、美術館、文化教養講座等への外出 



6 

 

・トレーニングジムやプール等のスポーツ施設や公園等への外出 

・友人・親戚等の自宅訪問 

・外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞、観劇、カラオケ、コンサー

ト等への外出 

 

（３）利用できない外出 

①障害者総合支援法上の介護給付等に位置付けられるサービス（送迎あり）へ

の送迎 

※ただし、送迎サービスを利用できないやむを得ない理由のある場合を除

く） 

②持病等による定期的な通院（定期的な通院や自宅からの通院は、居宅介護・

通院等介助をご利用ください） 

  ③保育所、幼稚園、特別支援学校、学童等へ通園・通学 

※ただし、保護者の就労や疾病、入院等により、介助が困難な場合は利用

可能。（就労証明、診断書、理由書を提出した上で事前に市の許可が必要と

なります） 

④社会通念上適当でない外出 

・布教活動や勧誘等の宗教活動。 

※ただし、冠婚葬祭への出席や地域の祭り等への参加、一般的に行われ

る初詣・お宮参り・法事・クリスマスイベント等の宗教行事は利用可能。 

・政治活動。 

※ただし、投票の参考にするための演説会への参加、参政権にかかる投

票所への送迎は利用可能。 

・その他、社会通念上適当でないと判断される場所 
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７．利用に関するＱ＆Ａ 

Ｑ サービスを受ける時間が３０分以内でも利用できますか？ 

Ａ 30 分以内でも利用できます。ただし、決定された区分が「身体介護を伴

わない」場合で、実際のサービスが 30 分以内であっても、利用料は１時間

の額（240円）です。 

 

Ｑ 移動支援事業と介護給付（身体介護）は連続して利用できますか？ 

Ａ 事前に両方の支給決定を受けていれば利用できます。ただし、利用者負担

額が別々にかかりますのでご注意ください。 

 

Ｑ 保護者に障がいがあり、保護者のみの付き添いでは子どもの通院が困難な

場合、子供の通院のために利用できますか？ 

Ａ 障がいのある保護者の育児支援として、居宅介護（家事援助）が利用でき

ますが、突発的な通院など居宅介護（通院等介助）の支給決定を受けていな

い場合は、障がいのある保護者の社会生活上必要不可欠な外出の支援として

利用できます。 

 

Ｑ 通学の付き添いをしていた保護者の就労や、疾病のため入院した場合、通

学支援として利用できますか？ 

Ａ 利用できます。ただし、就労証明書、診断書、理由書等を提出していただ

き、事前に許可が必要となります。  

 

Ｑ 入院中の一時帰宅の際に、病院から自宅まで（その後、自宅から病院ま 

で）利用できますか？ 

Ａ 利用できます。 

 

Ｑ 旅行の際に利用したいのですが？  

Ａ 利用できます。 なお、移動に伴う交通費・宿泊代などの実費分は利用者

負担となります。 

 

Ｑ 行動援護の支給決定を受けています。行動援護を８時間使わないと、移動

支援は利用できないのですか？ 

Ａ やむを得ない場合はその限りではありません。 

行動援護の算定は、１日の範囲で１回が限度とされていることから、１ 

日の利用が８時間を超えない場合あっても、サービス等利用計画作成のもと

必要と認められる場合には移動支援の利用が可能となります。 
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Ｑ 現在の利用施設によって、移動支援サービスの利用に制限はありますか？ 

Ａ 障害者総合支援法における入所サービス、グループホーム、及び介護保険

の住宅型有料老人ホームについては、そのサービス提供範囲外の外出支援

については移動支援の利用が可能です。 しかし、特別養護老人ホーム等は、

１日全体の介護が含まれたサービス体系のため、移動支援は利用できませ

ん。 

 

 

 

ご不明な点や詳細についてはお問い合わせください 

なお、このガイドラインに掲載されている内容は、令和５

年 11月現在の内容です。今後、制度改正があった場合には、

改正された内容が適用されますのでご注意ください。 

 

 

浦安市福祉部障がい福祉課 

〒279-8501 浦安市猫実１－１－１ (本庁舎３階) 

電 話  047-712-6393（直通） 

ＦＡＸ 047-355-1294 

メール syougaifukushi@city.urayasu.lg.jp 



 

 

浦安市移動支援事業実施要領 

 

令和４年１月27日改訂 

 

１ 主旨 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、移動支援事業の実施内

容等について定める。 

 

２ 目的 

  障がい者等が円滑に外出することができるよう、障がい者等の移動を支援することにより、障が

い者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことを促し、障がい者等の福祉の増進を図る。 

 

３ 規則の制定  浦安市障がい者等移動支援事業の実施に関する規則 

 

４ 実施内容等 

（１）利用対象者 

   本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている次のいずれかの方を対象とする。 

・身体障害者手帳を所持する障がい者及び障がい児 

・療育手帳を所持、または知的障がいと判定された障がい者及び障がい児 

・精神障害者保健福祉手帳を所持、または精神障がいを事由とする年金や自立支援医療（精神通

院医療）を受給している障がい者及び障がい児 

・対象疾患による障がいのある方 

 

（２）実施方法等 

   国の地域生活支援事業実施要綱に基づく個別支援型によるサービスの提供 

 

（３）サービスの対象範囲 

   ①社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援 

ヘルパーが付き添い個別的に外出を支援する。外出のための身支度なども移動支援に含ま

れる。 

ただし、営業活動に係る外出、障害者総合支援法上の介護給付等に位置づけられるサービ

ス、保育園等への通園等、社会通念上適当でない外出は除く。 

詳細は、「浦安市移動支援事業ガイドライン」を参照。 

②行動援護の支給決定を受けている方への１日８時間を超えるサービスが必要な場合の支援。 

 

（４）支給量 

・視覚障がい者     年間 ６００時間 

   ・上記以外の障がい者  年間 ４８０時間 

    

資料２-３ 



 

 

（５）サービス費用（単価） 

   ①身体介護を伴う移動支援   30分まで 2,400円 

１時間まで 4,000円 

             以後30分増すごとに1,700円を加算した額 

   ②身体介護を伴わない移動支援 １時間まで 2,400円 

             以後30分増すごとに1,200円を加算した額 

※同一事業者を１日（０時～２４時）に２回以上利用した場合で、サービスの提供の終了から

次のサービスの始まりまでの間が２時間未満のときは、一連の移動支援サービスとみなし、

算定時間を合算する。 

③行動援護のサービスを受けている方へのサービスが１日８時間を超えた場合の支援 

８時間までは行動援護の単価を適用。８時間を超えたサービスの費用は、移動支援事業の

３０分増すごとの加算額（身体介護を伴う場合は 1,700 円、身体介護を伴わない場合は

1,200円）を適用。 

 

（６）利用者負担 

   １割負担。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯は０円。市民税課税世帯の月額負担上

限額は18,600円。 

世帯：障がい児（18歳未満）の場合は住民基本台帳での世帯。 

障がい者（18歳以上）の場合は本人の課税状況。 

 

（７）事業者指定の要件 

   次のいずれかの指定を受けている事業者 

   ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による居宅介護、重度訪問介

護、行動援護のいずれかの指定事業者 

   ②介護保険の指定居宅サービス事業者 

   ③児童福祉法の指定障害児通所支援事業者 

 

（８）ヘルパーの資格要件 

   ・介護職員初任者研修修了以上（ただし、行動援護と一連のサービスの提供に従事しない場合、

旧ホームヘルパー３級課程修了者も可） 

看護師等の資格を有する者については、居宅介護職員初任者研修修了の要件を満たしてい

るものとして業務に従事することができるものとする。その場合、看護師等の業務に従事し

ていた時期から相当の期間を経ている者や、在宅福祉等の従事経験のない者については、職

場研修等を適切に行うこと 

    ※看護師等  看護師、准看護師、保健師、助産師 

      



 

 

なお、当面の間、国及び県等が行う別表の養成研修を修了した者も同等とみなす。ただし、

各研修が対象とする障がい種別の利用者を対象とした支援に限る。 

別表 

研修名 移動支援における対象者 

重度訪問介護従業者養成研修 肢体不自由（児）者 

行動援護従業者養成研修 知的障がい（児）者・精神障がい（児）者 

視覚障がい者ガイドヘルパー養成研修 視覚障がい（児）者 

知的障がい者ガイドヘルパー養成研修 知的障がい（児）者 

全身性障がい者介護従業者養成研修 肢体不自由（児）者 

 

５ 請求事務 

請求については、下記の書類一式を利用月の翌月１０日までに障がい福祉課に提出する。 

 （１）地域生活支援事業（移動支援事業）請求書 

 （２）地域生活支援事業（移動支援事業）明細書 

（３） 行動援護サービスを８時間を超えて利用した場合は、当該行動援護サービスの明細書の写し。 

（４）移動支援事業サービス提供実績記録票（原本・本人の確認印があるもの） 

             

  請求に基づき、提出月の翌月1０日までに口座振込で市から事業者へ支払う。 

 

６ 算定方法 

 （１）身体介護あり 

    30分未満の利用→算定時間30分 

    31分利用   →算定時間60分 

    ○例 開始時間 10時 終了時間 12時20分 → 算定時間 2時間30分 

 （２）身体介護なし 

    60分未満の利用→算定時間1時間 

    61分利用   →算定時間1時間30分 

    ○例 開始時間 10時 終了時間 10時45分 → 算定時間 1時間 

 

７ その他 

  浦安市障がい者等移動支援事業の実施に関する規則及び浦安市移動支援事業実施要領に定めのな

い事項又は疑義が生じた場合は協議して解決する。 

 

 



変更届出等に必要な添付書類 ＜移動支援事業＞ 
１．指定事項の変更について 

■変更届の提出について 

・指定内容に変更が生じた場合は、変更が生じてから 10 日以内（場所・定員・職員数の変更の場合は事

前）に提出してください。 
 

■提出方法 

・郵送又は直接障がい事業課まで持参してください。 
 

■提出に必要な書類 

（１）（市長あて）浦安市障がい者等移動支援事業者指定申請事項変更届（第８号様式） 

（２）（県知事あて）障害福祉サービス事業等開始・変更・再開届（参考様式第１号） 

（３）（県知事あて）付表 

（４）添付書類 ※下記１～１１の該当する変更する事項ごとに異なります。 

※写しとなる書類には、必ず法人代表者名・登録印鑑にて原本証明を行ってください。 
 

変更する事項 添付書類 留意点 

１ 事業所の名称 ・運営規程  

２ 事業所の所在地 ・運営規程  

・平面図…① 

・左記①は利用の相談や受

け付けで使用しているス

ペースが確認できるもの 

３ 申請者(法人等)の名称 

申請者(法人等)の所在地 

・事業者の定款等（履歴事項全部証明

書など） 

・口座登録依頼書…① 

・ただし、法人の種類の変

更の場合は、新規申請と

なります。 

（例：有限会社から株式会

社への変更等） 

・左記①は「口座登録依頼

書」を使ってください。 

４ 

 

申請者（法人等）の代表者の

氏名及び住所 

・事業者の定款等及び登記事項証明書

（履歴事項全部証明書など） 

・口座登録依頼書…① 

・左記①は「口座登録依頼

書」を使ってください。 

 

５ 管理者の氏名及び住所 

 

・事業所の管理者の経歴書…① 

・事業所の職員名簿…② 

・勤務形態が確認できるもの（勤務形

態一覧表等）…③ 

・左記①は「（参考様式 1）

管理者の経歴書」を使用

してください。 

・左記②は「（参考様式 2）

職員名簿」を使用してく

ださい。 

・左記③は「（参考様式 3）

勤務体制及び勤務形態一

覧表」を使用してくださ

い。 

６ 

 

サービス提供責任者の氏名及

び住所 

・事業所の職員名簿…① 

・勤務形態が確認できるもの（勤務形

態一覧表等）…② 

・資格を証する書類（写し） 

・運営規程…③ 

・氏名及び住所の変更につ

いては、その内容により

必要添付書類を左記より

選択して下さい。 

・左記①は「（参考様式 2）

職員名簿」を使用してく

ださい。 

・左記②は「（参考様式 3）

勤務体制及び勤務形態一

覧表」を使用してくださ

い。 

・左記③はサービス提供責

任者の人数に増減があっ

た場合のみ 

資料３ 



※変更の内容及び状況により、上記以外の書類の提出を求める場合があります。 

 

２． 辞退について 

事業を辞退する場合は、以下の書類を提出してください。 

・「浦安市障がい者等移動支援事業者指定辞退届（第９号様式）」 

・「（参考様式第３号）廃止・休止届」 

 

３．その他 

 ・各様式は市ホームページからダウンロードできます。 

 ・ご不明な点については障がい事業課までお問い合わせください。 

 

変更する事項 添付書類 留意点 

７ 主たる対象者 ・運営規程 

 

 

８ 運営規程 

①営業日・営業時間 

サービス提供日 

サービス提供時間 

②通常の事業の実施地域 

③利用料金 

④サービス提供責任者の増減 

⑤従業者の増減 

⑥上記以外の事項 

・運営規程 ・変更届に運営規程の変更

前、変更後の内容を記載

してください。 

・従業者の増減については、

「９．従業者」を参照し

てください。 

９ 従業者 ・事業所の職員名簿…① 

・勤務形態が確認できるもの（勤務体

制及び勤務形態一覧表等）…② 

・各養成研修終了証（写し） 

≪従業者の人数に増減がある場合≫ 

・運営規程 

・常勤職員の変更があった

場合はその都度届け出て

ください。 

・非常勤職員の変更につい

ては、年一度の届け出で

構いません。 

・左記①は「（参考様式 2）

職員名簿」を使用してく

ださい。 

・左記②は「（参考様式 3）

勤務体制及び勤務形態一

覧表」を使用してくださ

い。 

10 口座名義・番号 ・口座登録依頼書…① ・左記①は「口座登録依頼

書」を使ってください。 
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その他 変更内容によって、提出いただく書類

が異なりますのでご相談ください。 

 

問合せ・提出先 

 

〒279-8501 

浦安市猫実一丁目１番１号 

浦安市 障がい事業課 障がい事業係 

電話  047－712－6397 

ＦＡＸ 047－355－1294 

メール shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp 



 

 

 

 

 

 

 

浦安市指定移動支援事業所自主点検表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検表内の規則等の略称 

  法：障害者総合支援法 

   厚令：厚生労働省令 

  実施規則：浦安市障がい者等移動支援事業の実施に関する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名称   

作成日 令和   年   月   日 

作成者 

職・氏名  

資料４ 
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１ 指定の基準（実施規則第 14条） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①移動支援の提供を行う事業者として、次のいずれかに該

当しているか。 

ａ総合支援法の指定障害福祉サービス事業者 

ｂ介護保険法の指定居宅サービス事業者 

ｃ児童福祉法の指定障害児通所支援事業者 

☐はい 

☐いいえ 

指定決定通知の

写し 

②①で該当する事業の従業者は、常勤換算方法で、2.5人以

上となっているか。 

※常勤換算 

  各従業員の１週間の勤務時間数の合計 

÷常勤の従業者が１週間に勤務すべき時間数 

１週間の勤務すべき時間数が 32時間を下回る場合は 32

時間を基本とする｡小数点第２位以下切捨て｡ 

☐基準を満たして配置

している 

☐基準を満たして配置

していない 

当該事業の従業

者名簿 

 

シフト表 

 

２ 基本方針（実施規則第１条、平 18厚令 171第３条準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①利用者又は障がい児の保護者の意思及び人格を尊重し

て、常に利用者又は障がい児の保護者の立場に立ったサー

ビスの提供に努めているか。 

☐はい 

☐いいえ 
運営規程等 

②利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。

また、支援の質の評価を行い、常に改善に努めているか。 

☐はい 

☐いいえ 
運営規程等 

③地域との結び付きを重視し、市や他の福祉サービスを提

供する者との連携に努めているか。 

☐はい 

☐いいえ 
運営規程等 

④障がい者及び障がい児が円滑に外出し、自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、障がい者及び障

がい児の移動を支援し、障がい者及び障がい児の福祉の増

進を図ることを目的としたものになっているか。 

☐はい 

☐いいえ 
運営規程等 
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３ 人員に関する基準（法第 43条 1項、平 18厚令 171第 5条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①移動支援をおこなう支援者は、「浦安市移動支援事業実

施要領」で定めた資格要件を満たしているか。 

☐はい 

☐いいえ 
資格証明書 

②サービス提供責任者を配置しているか。 

※同一事業所内の他の事業のサービス提供責任者及び管理

者との兼務が可能 

☐配置している 

☐配置していない 
実地指導調書等 

③サービス提供責任者は、資格要件を満たしているか。 

※資格要件は、「１ 指定の基準」で該当する事業に準ず

る。 

☐はい 

☐いいえ 
資格証明書 

④専らその業務に従事する常勤の管理者を配置している

か。 

※常勤かつ専従が原則であるが、当該事業所の管理業務に

支障がない場合は、次の a又は bによる兼務が可能。 

ａ当該事業所の従事者（サービス提供責任者を含む。）と 

の兼務。 

ｂ同一敷地内又は道路を隔てて隣接する等の範囲にある他 

の事業所、施設の管理者又は従業者の兼務。 

☐専従かつ常勤の管理

者を配置している 

☐兼務の管理者を配置

している 

→☐当該事業所の管理

に支障はない 

☐当該事業所の管理

に支障がある（業

務過剰等） 

実地指導調書等 

 

勤務表、タイム

カード等 

 

 

 

４ 設備に関する基準（法第 43条、平 18厚令 171第 8条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①事業の運営（利用申込の受付、相談等）を行うために必

要な広さを有する専用の区画を設けているか。 

 また、サービスの提供に必要な設備及び備品は備えられ

ているか。 

※運営上支障がない場合は、兼用は差し支えない。ただし、

他の福祉サービスを提供している時間帯での兼用はおこ

なえない。 

☐専用の事務室・受付

等のスペースを有して

いる 

☐他の事業と共有だ

が、業務に支障がない 

☐事務室・受付等のス

ペースを有していない 

平面図 

＊他の事業と共

有の場合は、当該

事業の運営規程 

②事業所内に事業の提供に必要な設備及び備品等を備えて

いるか。また、感染症予防に必要な備品（特に手指の洗浄

設備）を備えているか。 

☐備えている 

☐備えていない 
平面図等 
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５ 運営に関する基準 

（１）運営規程（平 18厚令 171第 31条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①事業所ごとに次の重要事項に関する運営規程を定めてい

るか。 

a支援事業の目的及び運営の方針 

b従業者の職種、員数及び職務の内容 

c営業日及び営業時間 

d事業の内容並びに受領する費用の種類及びその額 

e通常の事業の実施地域 

 ※通常の事業の実施地域は利用申込みに係る調査等の観

点からの目安であり、当該地域を越えてサービスを行

うことは差し支えない。 

fサービス利用に当たっての留意事項 

g緊急時等における対応方法 

h非常災害対策 

i虐待防止のための措置に関する事項 

jその他運営に関する重要事項 

☐定めている 

☐定めているが、 

     について

の記載がない 

☐定めていない 

運営規程 

 

（２）掲示（平 18厚令 171第 35条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①事業所の見やすいところに、運営規程の概要、勤務体制、

その他利用者申込者のサービスの選択に資する重要事項を

掲示しているか。 

☐掲示している 

☐掲示していない 
掲示状況 

 

（３）内容及び手続きの説明（平 18厚令 171第９条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①利用申込みがあったときは、利用者又はその保護者に対

し、重要事項（運営規程の概要、従業者の体制、サービス

利用にあたっての留意事項、緊急時等における対応等）の

説明を行い、同意を得ているか。 

☐同意を得ている 

☐同意を得ていない 

運営規程 

重要事項説明書 

パンフレット 

契約書（又は同意

書）同意欄 

②利用契約の際は、利用者又はその保護者に対し書面（契

約書、重要事項証明書）を交付しているか。 

☐交付している 

☐交付していない 

契約書 

重要事項説明書 
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③書面の交付を行う場合は、当該障がい者・児の障がいの

特性に応じた適切な配慮をしているか。 

(例)視覚に障がいのある方に書類を読み上げる など 

☐している 

☐していない 

☐該当事例なし 

 

 

（４）受給資格の確認（平成 18厚令 171第 14条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①サービスの提供にあたり、利用者証により「支給決定の

有無」、「有効期間」、「利用者負担上限月額」等を確か

めているか。 

☐確かめている 

☐確かめていない 
利用者証（写） 

②利用者証の記載事項に変更があった場合に、①に準じて

取り扱っているか。 

☐確かめている 

☐確かめていない 
利用者証（写） 

 

（５）利用者証の記入 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①サービス提供にあたり、「事業者名」、「契約日」を利

用者証裏面に記載し、事業者確認印を押印しているか。 

☐記載している 

☐記載していない 

 

☐確認印を押印している 

☐確認印を押印してい

ない 

利用者証（写） 

 

（６）心身の状況等の把握（平 18厚令 171第 16条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①サービスの提供にあたり、利用者の心身の状況、その置

かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努めているか。 

☐努めている 

☐努めていない 
相談記録等 

 

（７）同居家族に対するサービスの禁止（平成 18厚令 171第 27条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①従業者に対し、その同居家族である利用者に対するサー

ビスの提供をさせていないか。 

☐提供させていない 

☐提供させている 

利用者一覧 

従業者名簿 
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（８）サービス提供の拒否の禁止とサービス提供困難時の対応（平 18厚令 171第 11条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①正当な理由なくサービスの提供を拒否したことがある

か。 

事例がある場合、過去 1年間の件数     件    

理由 

 

 

 

※正当な理由 

a.現員からは利用申込みに応じきれない場合 

b.運営規程に主たる障がいの種類を定めており、この該当

者以外から利用申込みがあった場合又は適切なサービスの

提供が困難な場合 

c.入院治療が必要な場合等 

☐サービスの提供を拒

否したことはない 

☐サービスの提供を拒

否したことがある

が、正当な理由があ

る 

☐正当な理由なくサー

ビスの提供を拒否し

たことがある 

相談記録 

②サービスの提供が困難な場合は、利用者の申し込みに対

し、他の事業所を紹介する等の必要な措置を講じているか。 

☐行っている 

☐行っていない 

☐該当事例なし 

相談記録 

 

（９）給付費及び移動支援の支給の申請に係る援助（18厚令 171第 15条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①支給決定を受けていない者から利用申込みがあった場

合、速やかに給付費及び移動支援の申請が行われるよう必

要な援助を行っているか。 

☐行っている 

☐行っていない 

☐該当なし 

相談記録等 

②支給決定の有効期間の終了が近づいている利用者に対

し、支給決定に通常要する期間を考慮して、申請勧奨等の

援助を行っているか。 

☐行っている 

☐行っていない 
相談記録等 

 

（10）利用者に関する市への通知（平 18厚令 171第 29条・43条準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①利用者が、偽りその他不正な行為において給付費等を受

け、又は受けようとしたとき、遅滞なく市に通知している

か。 

☐通知している 

☐通知していない 

☐該当なし 

相談記録等 
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（11）サービスの提供の記録（平 18厚令 171第 19条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①サービスを提供した際に、提供日、サービスの具体的な

内容その他必要な事項（提供時間数、利用者負担額等の伝

達事項）をその都度記録しているか。 

☐記録している 

☐記録していない 

実績記録票 

明細書 

②サービス提供の記録に際し、利用者からサービスを提供

した旨の確認を受けているか。 

☐確認を受けている 

☐確認を受けていない 

実績記録票利用

者確認印欄 

 

（12）身分を証する書類の携帯（平成 18厚令 171第 18条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び

利用者又はその家族から求められたときは、これを提示す

る旨の指導をしているか。 

※身分証には事業所名及び氏名を記載すること。当該従業

者写真の貼付や職能を記載するのがましい。 

☐身分証を携行させて

いる 

☐身分証を携行させて

いない 

身分証 

 

（13）連絡調整に対する協力（平 18厚令 171第 12条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①サービス利用の連絡調整にあたり、市又は相談支援事業

者等にできる限り協力しているか。 

☐協力している 

☐協力していない 

サービス担当者

会議記録等 

 

（14）指定障害福祉サービス事業者等との連携等（平 18厚令 171第 17条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①サービスの提供にあたり、地域や家庭との結びつきを重

視した運営を行い、市、他の指定障害福祉サービス事業者

等その他保健医療・福祉サービス提供者との密接な連携に

努めているか。（平 18厚令 171第 17条 1、2項、平 11厚

令 37第 14条 1項準用） 

☐努めている 

☐努めていない  
相談記録等 

②サービス提供の終了に際して、利用者等に対し適切な援

助を行うとともに、保健医療・福祉サービス提供者との連

携に努めているか。（平 18厚令 171第 17条 2項・43条 1、

2項、平 11厚令 37第 14条 2項準用） 

☐努めている 

☐努めていない  
相談記録等 
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（15）管理者及びサービス提供責任者の責務（平 18厚令 171第 30条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①管理者は、従業者及び業務の一元的な管理を行っている

か。 

☐行っている 

☐行っていない 

勤務表 

組織図 

②管理者は、事業の適正な運用を図るため、必要な指揮命

令を行っているか。 

☐行っている 

☐行っていない 
組織図等 

③サービス提供責任者は、利用申込みに係る調整、従業者

に対する技術指導等の管理を行っているか。 

☐行っている 

☐行っていない 
研修記録 

 

（16）従業者（平 18厚令 171第 33条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①指定事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービ

スを提供しているか。 

☐している 

☐していない 
勤務表 

②従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しているか。 
☐している 

☐していない 
研修記録 

 

（17）利用者負担額等の受領（平 18厚令 171第 21条等準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①浦安市から移動支援給付費の支給を受ける場合は、利用

者に対し、代理受領額を通知しているか。 

※利用者負担額 

 原則として基準額の１割負担であるが、市民税非課税世

帯者等については、利用者負担額が軽減されている。 

 市では毎年度、各利用者について、軽減後の負担上限月

額を「浦安市障がい者等移動支援利用者証」の「利用者負

担上限月額」欄に記載しており、徴収額は「負担上限月額」

の範囲内となる。 

☐通知している 

☐通知していない 

運営規程 

契約書 

重要事項説明書 

領収書控 

②代理受領を行わないサービスを提供した際に、実施規則

で規定する実際に要した基準額を受領しているか。 

☐受領している 

☐受領していない 

☐該当なし 

運営規程 

領収書控 

③上記①と②の費用を受領した場合に、利用者又はその保

護者に対し、領収証を交付しているか。 

☐交付している 

☐交付していない 
領収証控 
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（18）利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等（平 18厚令 171第 20条等準用） 

着眼点運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①利用者負担以外に利用者から金銭の支払いを求める場

合、使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、

利用者に支払を求めることが適当であるものに限られてい

るか。（あいまいな名目による徴収や各利用者から一律に

徴収することは認められていない。） 

＊利用者から支払を受けている場合その内容 

 

 

 

 

☐限られている 

☐限られていない 

☐該当なし 

契約書 

重要事項説明書 

②金銭の支払いを求める際、使途、額及び支払いを求める

理由を書面で明らかにし、利用者から同意を得ているか。 

☐同意を得ている 

☐同意を得ていない 

☐該当なし 

契約書 

領収書 

 

（19）緊急時等の対応 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①サービスを提供しているときに利用者に病状の急変があ

った場合、その他必要な場合に、速やかに医療機関へ連絡

する等必要な措置を講じているか。（あらかじめ職員に対

し、緊急時の対応方法に関して周知を図っているか。また

運営規程への記載を行っているか。） 

☐必要な措置を講じて

いる 

☐必要な措置を講じて

いない 

運営規程 

緊急時対応マニ

ュアル 

職員への周知に

関する資料等 

 

（20）非常災害対策 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①非常災害に関する具体的計画を立て、連絡体制を整備し、

それらを定期的に従業者に周知しているか。 

☐行っている 

☐行っていない 

運営規程 

＊連絡体制の整

備、従業者への周

知状況の確認 
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（21）事故発生時の対応（平 18厚令 171第 40条準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①利用者へのサービス提供に際し事故が発生した場合は、

市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じているか。 

☐必要な措置を講じて

いる 

☐必要な措置を講じて

いない 

事故対応マニュ

アル 

事故報告書 

②事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録

しているか。 

☐記録している 

☐記録していない 

☐該当なし 

事故報告書 

③利用者へのサービス提供に際し賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 

＊事業者は、損害賠償保険に加入するのが望ましい。 

☐適切に行っている 

☐適切に行っていない 

☐該当なし 

 

（損保） 

☐加入している 

☐加入していない 

事故報告書 

保険加入者証 

 

（22）苦情解決（平 18厚令 171第 39条準用等） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①利用者又は家族からのサービスに関する苦情に迅速かつ

適切に対応するため、必要な措置（相談窓口、苦情解決体

制の整備、運営規程への記載等）を講じているか。 

☐必要な措置を講じて

いる 

☐必要な措置を講じて

いない 

運営規程 

契約書 

重要事項説明書 

苦情対応マニュ

アル 

苦情報告書 

②苦情の受付日、内容等を記録しているか。 

☐記録している 

☐記録していない 

☐該当事例なし 

苦情報告書 

③利用者等からの苦情に関して市が行う文書等の提出、提

示の命令、当該職員からの質問、当該事業所の帳簿書類等

の検査に応じているか。 

☐応じている 

☐応じていない 

☐該当事例なし 

 

④利用者等からの苦情に関して市が行う調査に協力し、市

から指導等があった場合は、必要な改善を行っているか。 

☐行っている 

☐行っていない 

☐該当事例なし 

報告書等 

⑤運営適正化委員会等が社会福祉法第 85条の規定により行

う苦情解決に向けた調査、斡旋に出来る限り協力している

か。 

☐協力している 

☐協力していない 

☐該当なし 

報告書等 

  



 

10 

 

（23）衛生管理（平 18厚令 171第 34条 1項・43条等準用）） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を

行っているか。 

☐必要な措置を講じて

いる 

☐必要な措置を講じて

いない 

健康診断実施状

況等 

②感染症又は食中毒の発生防止、まん延防止に必要な措置

を講ずるよう努めているか。 

※補足事項 

・必要に応じて、保健所の助言と指導を求めるとともに、

連携を保つこと。 

・インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌対策等について

は、国から発出されている発生防止等に関する通知に基

づき、適切な措置を講じること。 

・空調設備等により事業所内の適温の確保にめること。 

☐努めている 

☐努めていない 

衛生管理備品・草

莽品設置状況 

 

（24）秘密保持等（平 18厚令 171第 36条準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①従業者及び管理者は、正当な理由なく、業務上知り得た

利用者又は家族の秘密を漏らしていないか。 

☐いない 

☐いる 

運営規程 

重要事項説明書 

契約書 

宣誓書等 

②従業者及び管理者であった者が、正当な理由なく業務上

知り得た利用者等の秘密を漏らすことのないよう、必要な

措置を講じているか。（一例として、従業者と雇用契約時

に取り決めを行う等、なお、退職後の秘密の保持も必要） 

☐必要な措置を講じて

いる 

☐必要な措置を講じて

いない 

運営規程 

重要事項説明書 

契約書 

宣誓書等 

③他の事業者等に対し、利用者又は家族に関する情報を提

供する際は、あらかじめ文書により利用者又は家族の同意

（包括的な同意で可）を得ているか。 

☐同意を得ている 

☐同意を得ていない 

☐該当なし 

運営規程 

重要事項説明書 

契約書 

同意書 

 

（25）情報の提供等（平 18厚令 171第 37条準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類等 

①利用希望者が適切かつ円滑に利用することができるよ

う、当該事業所が実施する事業内容の情報提供に努めてい

るか。 

☐努めている 

☐努めていない 

パンフレット 

ホームページ 
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②当該事業所について広告をする場合、その内容が虚偽又

は誇大なものとなっていないか。 

☐虚偽又は誇大な表現

はない 

☐虚偽又は誇大な表現

がある 

パンフレット 

ホームページ 

 

（26）利益供与等の禁止（平 18厚令 171第 38条準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類 

①相談支援事業者若しくは他の障害福祉サービス事業者又

はその従業者に対し、利用者又はその家族に当該事業者を

紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を

供与していないか。 

☐供与していない 

☐供与している 
 

②相談支援事業者若しくは他の障害福祉サービス事業者又

はその従業者から利用者又はその家族に当該事業者を紹介

することの代償として、金品その他の財産上の利益を収受

していないか。 

☐収受していない 

☐収受している 
 

 

（27）虐待防止 

（虐待防止法、厚生労働省障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き） 

運営状況 自主点検欄 確認書類 

①身体拘束等の適正化のための指針を整備し、利用者又は

他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為を行っていないか。 

また、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 

身体拘束等の適正化の 

ための指針 

☐整備している 

☐整備していない 

 

身体拘束等を 

☐行っていない 

☐行っている 

→やむを得ない事情 

 

 

 

 

 

サービス提供記

録等 

運営規程 
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②利用者の人権擁護のために従業者に対する人権意識、知

識や技術の向上を行い、利用者に対する虐待を未然に防止

する取組み（虐待防止研修や身体拘束等に関する研修、虐

待防止委員会や身体拘束適正化委員会の開催等）を行って

いるか。 

※研修については、基幹相談支援センター等が実施する研

修に従業者が参加するものでも可。 

※委員会については、法人単位での設置でも可。最低人数

の決まりはないが、管理者や虐待防止責任者が参加するこ

と。 

☐行っている 

☐行っていない 

 

虐待防止責任者 

☐設置している 

☐設置していない 

 

研修記録 

会議記録等 

運営規程 

③利用者の虐待を発見した場合は、関係機関へ速やかに連

絡し、虐待の早期発見に努めているか。 

☐適切に努めている 

☐適切に努めていない 

☐該当事例なし 

相談記録 

サービス提供記

録等 

 

（28）差別の解消・合理的配慮 

（障害者基本法・障害者差別解消法第８条（平成 28年 4月施行）） 

運営状況 自主点検欄 確認書類 

①利用者や相談者に対し、障がいを理由として、不当な差

別的取扱いをしていないか。 

☐していない 

☐している 

相談記録 

サービス提供記

録等 

②利用の妨げとなるような社会的障壁の取り除くために、

状況に応じた配慮をおこなっているか。 

 

 具体的な事例 

 

 

 

 

☐行っている 

☐行っていない 

☐該当事例なし 

相談記録 

サービス提供記

録等 

 

（29）会計の区分（平 18厚令 171第 41条準用） 

運営状況 自主点検欄 確認書類 

①事業所ごとに経理を区分するとともに、移動支援事業の

会計を他の事業の会計と区分しているか。 

☐区分している 

☐区分していない 
収支決算書 
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（30）書類と記録の整備（平 18厚令 171第 42条・43条、平 11厚令第 39条等） 

運営状況 自主点検欄 確認書類 

①従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を整備し

ているか。 ＊別紙「書類の整備状況」 

☐整備している 

☐一部整備していない 

☐整備していない 

 

②次の記録についてサービスを提供した日から５年間保存

しているか。 

aサービス提供記録 

b利用者に関する市への通知に係る記録 

c苦情の内容等の記録 

☐保存している 

☐一部保存していない 

☐保存していない 

 

③書類に記載された法律名・固有名詞等は、現行のものと

なっているか。 

☐なっている 

☐なっていない 

運営規程 

重要事項説明書 

契約書等 

 

６．変更の届出（実施規則第 10条） 

運営状況 自主点検欄 確認書類 

①次の指定事項に変更があったとき、又は当該事業の指定

を辞退するときは、速やかに浦安市に届け出ているか。 

a事業所の名称 

b事業所の所在地 

c申請者（法人等）の名称・所在地 

d申請者（法人等）の代表者の氏名及び住所 

e事業所の管理者 

fサービスの主たる対象者 

g運営規程 

h従業者 

i口座名義・番号 

☐適正に届け出ている 

☐適正に届け出ていな

い 

☐変更の実績なし 

変更届（写） 
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７．給付費の算定及び取扱い 

（１）基本事項（実施規則第 8条等） 

運営状況 自主点検欄 確認書類 

①移動支援給付費に係る費用の額は、浦安市が定める基準

により算定した額となっているか。 

（基準額） 

ア 身体介護を伴う場合 

 １時間まで 4,000円（以後 30分増すごとに 1,700円を加

算した額）ただし 30分を超えない利用にあっては、2,400

円とする。 

イ 身体介護を伴わない場合 

１時間まで 2,400円（以後 30分増すごとに 1,200円を加

算した額） 

☐適正に算定している 

☐適正に算定していな

い 

実績記録票 

②同時に 2人の移動支援従業者が 1人の利用者に対して移

動支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う移動支援

につき、所定の給付費を算定しているか。 

☐適正に算定している 

☐適正に算定していな

い 

☐該当なし 

実績記録票 

③特別な事情がある場合を除き、利用者が他の障害福祉サ

ービスを受けている間に、当該サービス費を算定していな

いか。 

※移動支援は、障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付・

児童通所給付など）、日中一時支援事業、または、介護保

険サービスを利用している時間帯においては利用できな

い。 

☐算定していない 

☐算定している 

→特別な事情 

 

実績記録票 

④利用者が重度訪問介護又は同行援護、行動援護の支給決

定を受けている場合は、当該サービスの利用が優先してい

るか。 

☐優先している 

☐優先していない 

☐該当なし 

 

⑤市へ請求関係書類を遅滞なく提出しているか。 

 ＊提出期限：サービス提供月の翌月の 10日まで 

☐期限までに提出して

いる 

☐期限までに提出して

いない 

実績記録票 

請求書 

明細書 

 

（３）利用者負担額の市独自軽減の管理(助成規則第４条) 

運営状況 自主点検欄 確認書類 

①市が実施している利用者負担額の助成について、利用者

から適正な利用者負担額を受領しているか。 

☐適正に受領している 

☐適正に受領していな

い 

実績記録票 

領収書控 

請求書・明細書 



 

 

（別紙） 書類の整備状況 

書類の名称 有無 
保管 

年数 
備考 

浦安市に対する報告書（指定申請書、変更届等） 有・無 年   

運営規程 有・無    

就業規則 有・無   

組織図 有・無   

従業者雇用契約関係書類 有・無 年   

従業者の秘密保持の確認書類（誓約書など） 有・無 年  

従業者給与台帳 有・無 年   

従業者名簿 有・無 年   

従業者勤務表 有・無 年   

出勤簿・タイムカード等出勤状況を確認できるもの 有・無 年   

資格証の写し 有・無 年   

利用者名簿 有・無 年   

重要事項説明書 有・無 年   

契約書 有・無 年   

個別の支援計画 有・無 年   

利用者の個人情報利用の同意書 有・無 年   

相談記録 有・無 年   

サービス提供記録 有・無 年   

自己負担上限管理票（写し） 有・無 年   

(利用者へ渡す）領収書の控え 有・無 年   

給付費請求に関する書類（請求書の控え） 有・無 年   

給付費請求に関する書類（明細書の控え） 有・無 年  

給付費請求に関する書類（サービス提供実績記録票の控え） 有・無 年  

業務日誌 有・無 年   

会計に関する書類 有・無 年   

苦情に関する記録 有・無 年 事例がない場合は様式のみ 

事故に関する記録 有・無 年 事例がない場合は様式のみ 

研修に関する記録 有・無 年  

消防計画 有・無 年 事業所共通でも可 

研修計画 有・無 年  

非常災害対策計画 有・無 年 事業所共通でも可 

緊急時対応マニュアル 有・無  事業所・法人共通でも可 

事故対応マニュアル 有・無  事業所・法人共通でも可 

苦情対応マニュアル 有・無  事業所・法人共通でも可 



 

 

身体拘束等の適正化のための指針 有・無  事業所・法人共通でも可 
 



 

 

 

浦安市指定移動支援事業所・実地指導事前調書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 

   次の資料を添付して提出してください。 

１．運営規程 

２．契約書様式 

３．重要事項説明書 

４．領収書の写し（利用者に交付した領収証の控えを任意に１枚選定） 

５．パンフレット 

６．当該事業に係る収支決算書（前年度・前々年度） 
 

 

 

事業所名称   

作成日 令和   年   月   日 

作成者 

職・氏名 
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１． 開設者・事業所の概要 

 

開
設
者
の
概
要 

法人等の名称  

法人等の種別  

主たる事務所の所在地  

代表者名  

代表者の住所  

事
業
所
の
概
要 

名称  

所在地  

指定年月日  

管理者の氏名  

サービス提供責任者 

の氏名 
 

営業日  

営業時間  

他に実施している 

障害福祉サービス 
 

※「法人等の種別」には、株式会社、社会福祉法人などを記載してください。 



２ 利用者の状況 

 

（1）月別利用者数（直近 18か月分） 

年 月 契約者 延利用者 開所日数 
１日あたりの

平均利用者 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

「契約者」  各月の初日に利用契約をしている人数 

「延利用者」各月にサービスを利用した延べ人数 

「１日あたりの平均利用者」 

「延利用者」を「開所日数」で除した人数 

（小数点第２位四捨五入） 



３ 従業者の状況（直近月：令和 年 月） 

 

職種 氏名 年齢 資格 
常勤・非常勤

の別 

専従・兼務 

の別 
備考 

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

    常・非 専・兼  

○移動支援事業に従事する全従業者について、管理者、サービス提供責任者、その他の職員（支援員等）の順に記載してください。 

○「常勤・非常勤の別」は、他事業所・施設と兼務している場合は兼務先事業所等における勤務時間も含めた状況を記載してください。 

○「専従・兼務の別」は、当該事業所にのみ従事する場合は「専従」、当該事業所のほか他事業所・施設・当該事業所が実施する他の障

害福祉サービス等に従事する場合は「兼務」としてください。 



４ 従業者の勤務時間等の実績（直近月：令和 年 月） 

職種 氏名 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 勤務

時間 

合計 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

利用者数                                - 

○「移動支援事業」に従事した時間数を記載してください。 

○「利用者数」は、「移動支援事業」を利用した実利用者数を記載してください。 



５ 介護給付費の請求状況 

 

（１）各事業別の請求状況（直近月：令和 年 月） 

区分 ①利用契約者数 ②延べ提供回数 

③ 

②のうち２人の 

訪問介護員等によ

る延べ提供回数 

④給付費請求額 

⑤１回あたりの 

平均給付費請求額 

（④÷②） 

身体介護を伴う 人 回 回 円 円 

身体介護を伴わない 
     

合 計 
     

 



６ 苦情処理の状況（過去２年分） 

苦情受付年月 苦情件数 苦情の主な内容 

 年 月 件  

 年 月 件  

 年 月 件  

 年 月 件  

 年 月 件  

 年 月 件  

 年 月 件  

 

７ 緊急時・事故発生時の対応状況（過去２年分） 

事故発生年月日 事故等の内容 事故発生等に対する具体的対応 

  年  月  日   

  年  月  日   

  年  月  日   

 

 



障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け
入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を、地域の実情

に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

地域生活支援拠点等の整備について

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

体験の機会・場

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

グループホーム

障害者支援施設

基幹相談支援センター
等

専門性 地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム

障害者支援施設

基幹相談支援センター 短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス

事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター

市町村（圏域）

① 支援者の協力体制の確保・連携 ② 拠点等における課題等の把握・活用 ③ 必要な機能の実施状況の把握

都道府県

バックアップ ・ 整備、運営に関する研修会等の開催
・ 管内市町村の好事例（優良事例）の紹介
・ 現状や課題等を把握、共有

3218
テキスト ボックス
資料６－１



地域生活支援拠点等について
～地域生活支援体制の推進～

【第２版】

平成３１年３月

厚生労働省障害保健福祉部
障害福祉課
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Ｑ１２：平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定における拠点等の報酬上の評価の
内容を教えてください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
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○ 障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、

緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づく

り）を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害児者の生活を地域全体で支え

るサービス提供体制を構築することです。

地域生活支援拠点等の整備とは・・・・？
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○ このパンフレットは、「地域生活支援拠点等の整備促進について」（平成２９年７月７日障障発第０
７０７第１号）の内容、「地域生活支援拠点等の整備状況の把握について」（平成３０年４月１９日事
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○ 引き続き、積極的な整備、必要な機能の強化・充実に取り組むにあたってご活用ください。

※ 「地域生活支援拠点等について【初版】（平成３０年３月）」からの主な改訂の内容

○ 問７、問１０～問１５

○ 整備済の自治体等の声 ①・②



地域生活支援拠点等に関する解説

Ｑ１：拠点等の整備の目的は何ですか？

○ 拠点等は、障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるため、
重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において、障害者等やその家族の緊急事態に対
応を図るもので、具体的に２つの目的を持ちます。

① 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用
⇒ 地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
② 体験の機会の提供を通じて、施設や親元からＧＨ、一人暮らし等への生活の場の移行をしや
すくする支援を提供する体制を整備
⇒ 障害者等の地域での生活を支援する。

Ｑ２：拠点等の整備手法はどのような類型がありますか？

○ 拠点等の機能強化を図るため、５つの機能を集約し、ＧＨや障害者支援等に付加した「多機能拠
点整備型」、また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的整備型」をイメージ
として示していますが、これらにとらわれず、地域の実情に応じた整備を行っていただいて構いませ
ん。（例：「多機能拠点整備型」＋「面的整備型」）

○ なお、その際、各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協
議会等を活用して検討することが重要です。

Ｑ３：拠点等の必要な機能は何ですか？
また、整備がなされたか否かはどう判断すればいいですか？

○ 拠点等の整備に当たっては、支援困難な障害児者の受け入れを前提として、既に地域にある機
能を含め、原則、次の５つの機能全てを備えることとしますが、地域の実情を踏まえ、必要な機能の
判断は最終的に市町村（特別区を含む。）が行うこととします。

○ また、機能の内容の充足の程度についても、各地域の実態に応じて市町村が判断することとしま
す。（※ 次ページに必要な機能の具体的な内容と具体例を掲載しております。）

① 相談 ② 緊急時の受け入れ・対応 ③ 体験の機会・場
④ 専門的人材の確保・養成 ⑤ 地域の体制づくり

○ また、Ｑ１の目的を踏まえ、医療的ケアが必要な重症心身障害、遷延性意識障害等や強度行動
障害、高次脳機能障害等の支援が難しい障害者等への対応が十分に図られるよう、多職種連携の
強化を図り、緊急時の対応や備えについて、医療機関との連携も含め、各機能を有機的に組み合
わせ、地域全体で支援する協力体制を構築していることが重要です。

○ なお、上記に掲げる５つの機能以外に、「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能（公共施
設、空き店舗等の地域の身近な場所を提供し交流の促進を図る）」や「障害者等の生活の維持を図
る機能（権利擁護、成年後見制度の利用促進、障害者虐待等への対応、困難事例への対応、消費
者被害の防止に関する諸制度を活用する）」等の地域の実情に応じた機能を創意工夫により付加す
ることが考えられます。 １



②緊急時の受け入れ・対応

③体験の機会・場

地域生活支援拠点等に関する解説

必要な機能の具体的な内容と具体例

①相談

○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用し
てコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の
連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート
や相談その他必要な支援を行う機能

【具体例（千葉県柏市）】
○ 市委託による相談専門職員４名（地域定着支援と兼務し，地域移行支援にも対応)及び計画相談
を担当する相談支援専門員４名の計８名を配置。サービス利用援助に係る相談から専門的な相談、
緊急時の相談のいずれにも対応できる体制を整えている。

○ 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変
化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

【具体例（神奈川県厚木市）】
○ 介護者の不在や障がい特性に起因する対応困難が想定される場合、平常時からサービス等利用
計画を通して、関係者間で情報共有を図り、緊急時に受入候補となる障害者支援施設への短期入
所を経験して備える。緊急時における相談から受入調整までの対応は、開所時間内はサービス等
利用計画を作成した相談支援専門員が行い、夜間、休日は基幹相談支援センターが行うものと役
割を明確にしている。受入候補施設への調整が難航し、自宅等にいられない場合には、緊急一時保
護場所として障がい福祉課を活用する。受入完了後、原則48時間（最長72時間）以内に、サービス
等利用計画作成者は、再発防止や今後の方向性を検討するための会議を開催を行うものとする。

○ 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や
一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

【具体例（兵庫県西宮市）】
○ 地域での自立生活を目指す人に対して、社会福祉協議会が設置する「地域共生館ふれぼの」内
の自立生活準備室を活用し、障害福祉サービスを利用しながら一人暮らしが体験できる場を提供し
ている。
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○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディ
ネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源
の連携体制の構築等を行う機能

【具体例（栃木県栃木市）】
○ （自立支援）協議会を中心に地域課題の整理・取り組み方法の検討及びニーズの高い医療的ケ
アが必要な方に対する支援体制づくりを進めている。

地域生活支援拠点等に関する解説

必要な機能の具体的な内容と具体例

④専門的人材の確保・養成

⑤地域の体制づくり

○ 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した 障害者に対して、専
門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

【具体例（東京都新宿区）】
○ 拠点等となる事業所のうち１事業所に研修コーディネーターを配置し、区内事業所向けの研修等
を実施することにより、人材育成、サービス水準の向上・標準化を図る体制を備えている。
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地域生活支援拠点等に関する解説

Ｑ４：拠点等の運営はどのような点に留意する必要がありますか？

○ 主に４つの点に留意する必要があります。

① 拠点等において支援を担う者（以下「支援者」という。）の協力体制の確保・連携
○ 支援者が拠点等における必要な機能を適切に実施するために、支援者全員が、地域の課題に対
する共通認識を持ち、目的を共有化し、協力及び連携して業務を実施しなければなりません。

○ また、関係機関等との役割分担及び連携の強化を図るために、拠点等の運営に当たっては、協
議会等における連携を基礎とし、市町村の障害福祉施策との一体性を保ちながら、地域で生活する
障害者等やその家族が、緊急時に等しく利用できる公正、公平・中立な運営を行い、市町村と拠点
等がそれぞれの役割を理解しながら、一体的な運営を行うことができるよう体制を構築していくこと
が必要です。

② 拠点等における課題等の活用について
○ 拠点等においては、個別事例の積み重ねから、地域に共通する課題を捉え、地域づくりのために
活用することが重要です。そのため、例えば、支援者レベルの検討会を開催し、蓄積された事例を
集約し、市町村が設置する協議会の部会等の場に報告することが必要です。

③ 拠点等に必要な機能の実施状況の把握
○ 市町村は、拠点等に必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又は必要な時に、
例えば、市町村が設置する協議会の部会等の場を活用して、拠点等の運営に必要な機能の実施状
況を把握しなければなりません。

○ 具体的には、例えば次ページの（ア）から（サ）に掲げる内容を踏まえながら、拠点等に係る短期・
中期・長期の運営方針を定めていくこととし、その実施状況を把握してください。

○ また、協議会等を通じて市町村と拠点等の関係者が協働して方針を策定していくなど工夫をする
ことで、当該方針に対する拠点等の理解も深まることから、より効果的な運営につながるものと考え
られます。

○ なお、次ページに掲げる内容は例示のため、市町村が適宜、必要と認めるものについて検討を
行ってください。

④ 各制度との連携
○ 拠点等は、障害者等の地域での生活を支援することを目的としているため、地域における障害福
祉以外のサービス等との連携体制の構築が重要です。このため、各制度とも十分に連携しながら、
拠点等の運営に当たる必要があります。
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地域生活支援拠点等に関する解説

（運営全般に関するもの）
（ア）拠点等の組織・運営体制・担当する区域におけるニーズの把握を行っているか
・ 拠点等の整備方針の基本理念の検討、関係者間の共有化が図られているか
・ 拠点等と市町村の役割分担、管内で統一することが望ましいルールの設定、地域課題の抽出方法（アセスメント）等が検討できるように協
議会等における運営方針が定められているか
・ 拠点等と市町村等の連携のための連絡会議を定期的に開催しているか
・ 必要な機能等の運営における定義付けの検討が行われているか
・ 支援者間の連携が効果的に行われているか
・ 関係機関等との連携の向上、調整、合意形成に努めているか
・ 各種課題に対する連携意識の醸成に努めているか
・ 拠点等を地域になじみやすい名称で周知しているか
・ 地域づくりやまちづくりを目指した障害福祉を推進しているか
・ 自然災害発生時における対応方針や過疎地域等の移動支援に対する支援等、地域性を踏まえているか
（イ）地域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針
・ 重度、高齢化、独居世帯等の障害者等の生活状況の確認を行っているか
・ 社会的活動（ボランティア等）を希望する障害者等の把握に努めているか
（ウ）障害福祉サービス等事業所・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク（地域社会との連携及び専門職
との連携）構築の方針
・ 障害者等や地域住民を含め地域の関係者を集めて、協議会で把握した地域の課題を共有するための勉強会やワークショップ等を開催し
ているか
・ 障害福祉・介護・医療等の多職種が集まる研修会への参加を促進しているか
（エ）個人情報の保護
・ 支援者間において、市町村が定める個人情報保護の規定を踏まえた対応が図られているか
（オ）利用者満足の向上
・ 相談や苦情に適切に対応できる体制となっているか
・ 安心して相談できるようプライバシーの確保が行われているか
（カ）公正、公平性・中立性の確保
・ 公正、公平性・中立性の観点から、適切に障害者等の受け入れを行っているか
・ 公正、公平性・中立性に配慮して、障害福祉サービス事業所等の紹介を行っているか
・ 障害福祉サービス等事業所、相談支援事業所を紹介した経緯を記録しているか
・ 協議会等への報告、説明等に協力しているか

（個別機能に関するもの）
（キ）相談
・ 障害者等やその家族の相談には各制度とも十分に連携しながらワンストップで対応しているか
・ 個別相談を受ける体制の確保（相談窓口の設置等）しているか
・ 相談内容ごとに対応状況の進捗管理ができているか
・ 運営に当たっては、緊急時の対応等も想定し、支援者に対して速やかに連絡が取れるような体制を整備しているか（必ずしも24時間体制を
採る必要はない）
・ 緊急相談への発展が危惧されるような事案を事前に把握し、問題が顕在化する前に対応できる取組みを行っているか
・ 相談を受けた後の対応（紹介）の仕組みを構築しているか
・ 切れ目のない包括的な障害福祉・介護・医療の連携体制を構築しているか
（ク）緊急時の受け入れ・対応
・ 「緊急時」の定義付けを行い、緊急時の対応（定義外の対応を含む。）について、具体的な方法を定めているか
・ 本人の家族状況、障害特性、服薬情報、経済状況等を事前に登録する仕組みの活用を検討しているか（その際、受け入れ制限をしていな
いか）
・ 緊急時の受け入れ後、サービス利用計画等の見直しを行っているか
・ 各事業所（関係機関等を含む。）間の当番制による緊急時の受け入れ・対応を図っているか
・ 重度障害者も含めた緊急時における常時の受入体制が確保できているか
・ 短期入所のうち、緊急時の受け入れ枠を確保しているか
・ 短期入所の事業所数が少ない場合、共生型サービスの活用も含めた検討を行っているか
（ケ）体験の機会・場
・ 空き家・公民館等を最大限活用しているか
・ 障害特性に配慮した体験の場を確保しているか
・ 緊急時を想定した体験利用を行っているか
・ 地域住民との交流の場、社会参加の機会を確保しているか
・ 障害者等やその家族の意向に沿った体験の機会・場を確保できるように、関係機関等で連携しているか
・ 各事業所（関係機関等を含む。）間の当番制による機会・場を確保しているか
（コ）専門的人材の確保・養成
・ 障害者等の重度化・高齢化に対応できる人材を確保・養成するため、専門的な研修等の機会を確保しているか
・ 協議会等で専門的な人材の確保・養成に係る方針や計画を十分に検討しているか
（サ）地域の体制づくり
・ 地域の多様な社会資源の開発や最大限の活用を視野に入れた必要な体制を構築しているか
・ 各拠点等の必要な機能を活かし、地域全体で地域生活支援を可能とする体制を構築しているか

（Ｐ４③に係る例示）
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地域生活支援拠点等に関する解説

Ｑ５：拠点等の整備に係る区域（担当区域）はどう設定すればいいですか？

○ 拠点等は、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業
の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基
本的な指針」（平成18年厚生労働省告示第395号）において、平成29年度末までに各市町村又は障
害保健福祉圏域（以下「市町村等」という。）に少なくとも一つ整備することとしておりますが、必ずし
も整備に向けた取組が進んでいない状況です。このため、第五期障害福祉計画においても引き続き
同様の整備目標を掲げておりますが、第四期障害福祉計画の期間中に拠点等の整備を行わなかっ
た市町村等においては、既に整備が進んでいる地域の事例等も参考としながら、地域におけるニー
ズの把握や課題の整理を早期に行い、積極的な整備を進める必要があります。

○ なお、拠点等の整備がなされたか否かについては、市町村におけるＱ３に定める「相談」、 「緊急
時の受け入れ・対応」、 「体験の機会・場」、「専門的人材の確保・養成」、「地域の体制づくり」に必要
な機能等を踏まえ、その実効性が担保されたかどうか等により総合的に判断してください。
その際、拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要です。

○ 例えば、協議会等の合意をもって、拠点等の整備がなされたと判断することも考えられます。その
ため、「多機能拠点整備型」、「面的整備型」等の整備においては、市町村が、例えば、協議会等の
必要な場を主体的に設ける必要があります。

○ 拠点等の整備に係る区域（担当区域）については、市町村の人口規模、業務量、運営財源や専門
職の人材確保の状況、地域における日常生活圏域等との整合性に配慮し、効果的・効率的に業務
が行えるよう、市町村の判断により担当区域を設定してください。なお、市町村内で複数の担当区域
を設定する場合においては、当該市町村内の全ての圏域が包摂されるよう留意してください。同様
に、指定都市内に地方自治法第252条の20第１項の規定に基づく区が存在する場合においても、全
ての区域（担当区域）が包摂されるような担当区域を設定し、拠点等を整備してください。

○ 人口規模の小さい自治体における拠点等の整備については、複数の自治体からなる圏域を単位
として整備することが考えられます。圏域の設定などの最終的な決定は、市町村が行うものですが、
都道府県には、市町村間の連絡調整等の後方支援を行う役割が求められます。

Ｑ６：市町村は整備に向けてどう取り組めばいいですか？

Ｑ７：拠点等の整備、運営にあたって、考えられる財政支援は何ですか？

○ 「地域生活支援拠点等の整備にかかる留意事項について」（平成27年４月30日障障発0430第１号）において示し
ているとおり、拠点等の「面的整備型」を行うに当たって、例えば、協議会等での検討の結果、新たに緊急時の受け
入れを行う短期入所事業所を整備することとなった場合等について、社会福祉施設等施設整備費の優先的な整備
対象としてふさわしいものと考えられます。

○ また、平成３０年度予算に引き続き、平成３１年度予算（案）においても、拠点等の整備については、社会福祉施
設等施設整備費の国庫補助に係る協議等において、優先的な整備対象として位置付けております。

○ さらに、緊急一時的な宿泊や地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を提供するための居室の確保や、地域生
活を支援するためのサービス提供体制の総合調整を図るコーディネーターの配置に当たっては、「地域生活支援
事業等の実施」（平成18年８月１日障発第0801002号）の「地域移行のための安心生活支援」の事業も活用してくだ
さい。当該事業については、障害者等が地域で安心して暮らしていけるようにするための事業であることから、拠点
等の整備、運営にあたっても活用することができます。 ６
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Ｑ８：必要な機能の確保・発揮に向けた体制整備の留意点は何ですか？

○ 市町村は、Ｑ１の目的を達成するため、以下の①から③を踏まえながら、必要な機能を発揮する
ことができるよう、拠点等の運営について適切に関与し、体制の整備に努めてください。

○ 具体的には「地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等について」（平成28年８月26日事務
連絡）において示しておりますが、以下に掲げる点に留意し行ってください。

① 協議会等の活用
協議会等を十分に活用し、地域の関係者の中で、拠点等の整備方針を検討することが重要です。

（ア）地域の障害者等や家族等にニーズ調査を行い、課題を把握する。
（イ）地域分析（アセスメント）にあたって、関係者からのヒアリング調査等の方法を検討する。
（ウ）拠点等が機能するためには、地域の障害福祉サービス等事業所や関係機関同士の協力関係が
重要となるため、その構築方法を検討する。
【必要な視点】
○ 拠点等が担う５つの機能（「相談」、「体験の機会・場」、「緊急時の受け入れ・対応」、「専門的人材
の確保・ 養成」、「地域の体制づくり」）をどのように組み合わせ、どの機能を充実・強化するか、付加
する機能の検討も踏まえ、地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき拠点等の整備方
針を掲げることが必要です。

② 拠点等の整備類型、必要な機能の検討・検証
拠点等の整備方針、機能が地域の実情に適しているか、課題に対応できるか、十分に検討・検証す
ることが重要です。

（ア）多機能拠点型・面的整備型等の整備類型について、地域定着支援等を十分に活用し、地域の実
情に応じた機動的な運営が図れる体制かどうか検証する。
（イ）相談機能の現状、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応を行う体制が十分か、また、専門的
な人材の養成・確保のための対策を講じているか、地域の体制づくりのために必要な機能を満たし
ているか等、随時見直しを行い、拠点等としての機能の充実・発展を図る。
【必要な視点】
○ 地域の社会資源等を十分に活用し、緊急時の対応を含めた安定的な連絡体制の確保を図るため、
中長期的に相談機能をはじめとした必要な機能の見直し、強化を図っていくことが求められます。

③ 関係者への研修・説明会の開催
整備方針を踏まえ、拠点等を運営する上での課題を共有することが重要です。

（ア）障害者等やその家族を取り巻く関係者、地域住民に対して拠点等の意義の説明を行い、課題の
共有を行いながら解決策の提案を受ける。
（イ）研修会等を通じ、地域の社会資源等の情報共有を図るとともに、関係機関、専門職の役割を認
識する。
【必要な視点】
○ 障害者等の生活を地域全体で支える核として機能させるためには、拠点等の理解促進・普及啓
発を進めるとともに、拠点等に関与する全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化することが必
要です。 ７
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Ｑ９：拠点等の必要な機能の強化・充実のためにはどうすればいいですか？

○ 市町村はＱ３の拠点等の必要な機能を確保・発揮することと併せて、拠点等において必要な機能
を充実・強化することができるよう、その関与に努め、具体的には以下の内容に留意してください。

① 拠点等における役割分担と連携の強化
自治体内及び圏域内に複数の「多機能拠点整備型」がある市町村等においては、地域の課題や目
標を「多機能拠点整備型」間で共有しながら、相互に連携する効果的な取組を推進していくことが求め
られます。また、「面的整備型」や「多機能拠点整備型」、「面的整備型」を併せた類型等で拠点等を整
備している場合は、中心的な事業所・機関等について同様に対応してください。
例えば、
・ 拠点等のうち地域の中で基幹的な役割を担い、拠点等の機能に取り組むに当たっての総合調整
及び協議会等の後方支援などの機能を有する機関の設置
・ 拠点等の運営に当たって市町村内に担当者を配置（拠点等からの相談等に適切に対応できる専
門職を配置）
・ 地域の実情を踏まえた必要な機能を強化し、当該機能において拠点等内の事業所等を支援
するなど、拠点等間の連携強化や役割分担を通じて、効果的、一体的な運営体制を構築していくこと
が可能と考えられます。

② 効果的な拠点等の運営の継続
（ア）市町村の定期的な評価
地域全体で支える体制を構築していくに当たっては、障害者等にとってワンストップの相談窓口機能
を果たす拠点等の運営が安定的・継続的に行われていくことが重要です。そのためには、まずは拠
点等の支援者自らがその取組を振り返るとともに、整備主体たる市町村が拠点等の運営や活動に対
する評価を定期的に行うことが重要です。
具体的には、例えば、市町村が設置する協議会の部会等の場を活用し、利用者、家族等の関係者
からの意見等も踏まえ、市町村が定めた運営方針を踏まえた効果的、効率的な運営がなされている
か等について、評価を適切に行い、公正、公平性・中立性の確保や効果的な取組の充実を図るととも
に、不十分な点については改善に向けた取組を行っていくことで中長期的な観点からも一定の運営水
準を確保していくことが期待できます。

（イ）拠点等の取組情報の公表（普及・啓発）
拠点等は、地域で生活する障害者等やその家族の身近な相談機関として、その業務内容や運営状
況等を幅広く周知することにより、拠点等の円滑な利用やその取組に対する障害者等及び地域住民
の理解が促進されることから、市町村は拠点等の取組内容や運営状況に関する情報を公表するよう
努めてください。その際、特に「面的整備型」の場合については、必要な機能等を包括的に明示するな
ど、わかりやすく伝わるように工夫してください。
具体的には、名称及び所在地、法人名、営業日及び営業時間、担当区域、支援員体制、事業の内
容、活動実績及び市町村が必要と認める事項（拠点等の特色等）の公表を行うこととしますが、この取
組を通じて、拠点等が自らの取組と他の地域の拠点等の取組とを比較することも可能となり、自らの
拠点等の運営の改善にもつながることが期待できます。

８
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Ｑ１１：拠点等は現在どのぐらい整備されていますか？
整備されている市町村又は障害保健福祉圏域はどこですか？
また、好事例（優良事例）があれば教えてください。

○ 拠点等の全国の整備状況について、平成３０年４月１日時点で、１１９の自治体（障害保健福祉圏
域含む）において整備されています。（全国の自治体数：１，７４１、圏域数：１８９）

・ 平成３０年４月１日時点で整備済み ８９市町村 ３０圏域（圏域の市町村数：１４４市町村）
・ 平成３０年９月末までに整備予定 ８市町村 ２圏域（圏域の市町村数： ５市町村）
・ 平成３０年度末までに整備予定 ３７市町村 ６圏域（圏域の市町村数： ２２市町村）
・ 平成３１年度に整備予定 ４４市町村 ６圏域（圏域の市町村数： １９市町村）
・ 平成３２年度に整備予定 ５０３市町村 １２０圏域（圏域の市町村数：４４９市町村）
・ その他 ３４７市町村 ２５圏域（圏域の市町村数： ７４市町村）

○ なお、具体的な整備の状況については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.html

○ また、拠点等の整備の状況を踏まえた好事例（優良事例）集については、平成３０年９月に周知
（上記ホームページに公表）し、冊子やゲラ（周知のコピー用）を送付いたしました。また、Ｑ１３の
ブロック会議においても参加者全員に配付しておりますので、各事例の取組みをご参考ください。

Ｑ１０：都道府県の役割は何ですか？

○ 都道府県は、管内の市町村を包括する広域的な見地から、市町村から拠点等の整備に関する検
証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図ってください。また、市町
村等における拠点等の整備を進めるに当たって必要な支援を行うとともに、第四期障害福祉計画の
期間中に拠点等が未整備の市町村に対して、整備に向けた検討を早期に行うよう促す必要があり
ます。必要な支援については、例えば、都道府県において拠点等の整備、運営に関する研修会等を
開催し、管内市町村における好事例（優良事例）の紹介、また、現状や課題等を把握し、共有するな
ど後方的かつ継続的な支援を図るなどの対応が考えられます。

○ なお、平成29年度から市町村協議会の活動状況について、都道府県が適切に把握する体制を構
築するため、「地域生活支援事業等の実施」（平成18年８月１日障発第0801002号）において、「障害
者の地域生活の推進に向けた体制強化支援事業」を創設しておりますが、当該事業については、都
道府県協議会において管内市町村協議会の具体的な活動内容等についての報告を行う場を設け
るとともに、協議会活性化の参考となる事例等の収集や市町村間での情報交換等を行うことを推進
することを目的としているため、必要に応じて適宜活用してください。

○ 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定の拠点等の内容は、Ｐ１２～Ｐ１４をご参照ください。
○ 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定の議論については、厚生労働省ホームページの第12

回障害福祉サービス等報酬改定検討チームの資料３「地域生活支援拠点等について」をご参照くだ
さい。→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000181053.html ９

Ｑ１２：平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定における拠点等の報酬上
の評価の内容を教えてください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000181053.html
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○ 第５期障害福祉計画において、全国的な整備を完了させるため、未整備の自治体における課題
の抽出（深堀り）、分析・検証、また、整備済みの自治体における必要な機能の取組みの傾向や充
足具合・程度（レベル）について整備類型別、地域別等の視点から分析・検証を行います。

○ そして、必要な機能の強化・充実を含めた第６期障害福祉計画に係る基本指針の目標設定の検
討や、次期報酬改定のためのデータとして活用することを考えています。

○ なお、調査結果については、今後、各都道府県に周知する予定です。

○ 地域生活支援拠点等の現状の課題や傾向等を都道府県ブロック別に把握し、未整備の自治体の
整備促進（底上げ）や好事例自治体の横展開を図りつつ、第６期障害福祉計画に係る地域生活支
援拠点等のあり方を検討するため、各都道府県とブロック会議を随時行っているところです。当該会
議の開催状況や各自治体等の事例発表等の資料については、今後、随時厚生労働省ホームペー
ジに掲載するので、ご参考ください。

→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.html

※ 掲載予定（Ｑ１１と同様ページ）

○ また、その会議の結果については、今後、各都道府県に周知する予定です。

Ｑ１５：拠点等の現況、今後についてはどのような動きがありますか？

○ 平成27年12月に取りまとめられた社会保障審議会障害者部会の報告書においては、常時介護を
要する障害者等、精神障害者、高齢障害者に対する支援として、「地域生活を支援する拠点の整備
を推進すべき」とされており、これらについては、自立生活援助や重度の障害者への支援を可能とす
るグループホームの新たな類型（日中サービス支援型）の創設など障害者総合支援法の改正による
サービス等の新設や、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の対応において、拠点等の必要な
機能の強化・充実を図ってきたところです。

○ 今後、拠点等については、平成32年度末までの全国整備を前提に、第６期障害福祉計画に係る
基本指針、また、次期報酬改定に向けて、拠点等のあり方や必要な機能や付加機能等について、こ
れまでの取組みや動向を踏まえ、検討を行うこととしているので、これらの見直しの状況も注視して
いただき、各自治体等においてＰＤＣＡの視点で拠点等における支援困難事例等のノウハウの蓄
積・活用を図りながら、障害児者の生活を地域全体で支える体制の構築に向けて、効果的な取組み
をお願いします。

Ｑ１３：平成３０年度９月以降開催されている拠点等の整備促進、必要な機
能の強化・充実のための都道府県とのブロック会議について教えてく
ださい。

Ｑ１４：平成３０年度に実施されている拠点等の整備に関する実態調査（報
酬改定検証調査）について教えてください。

１０

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.html


●趣旨
障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受

け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域

全体で支えるサービス提供体制を構築。

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）
※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

地域生活支援拠点等の整備について

●必要な機能（具体的な内容）

① 相談
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネー
ターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特
性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

② 緊急時の受け入れ・対応
○ 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の
受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

③ 体験の機会・場
○ 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体
験の機会・場を提供する機能

④ 専門的人材の確保・養成
○ 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行う
ことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

⑤ 地域の体制づくり
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配
置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う
機能
※ 医療的ケアが必要な障害者等への対応が十分に図られるよう、多職種連携の強化、緊急時の対応等について、
医療機関との連携も含め、各機能を有機的に組み合わせる。
※ ５つの機能以外に、地域の実情に応じた機能を創意工夫し、付加することも可能。
（例：「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能」、「障害者等の生活の維持を図る機能」 等）

●目的

（１） 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用を可能とすることにより、地域における生活の安心

感を担保する機能を備える。

（２） 体験の機会の提供を通じて、施設や親元から共同生活援助、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支

援を提供する体制を整備することなどにより、障害者等の地域での生活を支援する。

体験の機会・場

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

グループホーム

障害者支援施設

基幹相談支援センター 等

専門性
地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム

障害者支援施設

基幹相談支援センター
短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス

事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター

市町村（圏域）

① 支援者の協力体制の確保・連携 ② 拠点等における課題等の把握・活用 ③ 必要な機能の実施状況の把握

都道府県
バックアップ ・ 整備、運営に関する研修会等の開催

・ 管内市町村の好事例（優良事例）の紹介
・ 現状や課題等を把握、共有 １１



３．地域生活支援拠点等

地域生活支援拠点等（以下「拠点等」という。）の機能を担う事業所については、運営規程に拠点等
の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市町村に届け
出た上で、市町村が当該事業所を拠点等として認めることを要する。

（１）相談機能の強化
○ 拠点等における相談の機能を強化する観点から、特定相談支援事業所（障害児相談支援事業所
含む。）にコーディネーターの役割を担うものとして相談支援専門員を配置し、相談を受け、連携する
短期入所事業所への緊急時の受入れの対応を行うことを評価する加算を創設する。

（２）緊急時の受入れ・対応の機能の強化
○ 緊急利用に係る空床の確保が難しいことから、緊急短期入所体制確保加算を廃止し、緊急の受
入れ・対応を重点的に評価するために、緊急短期入所受入加算の算定要件の見直しを行うとともに、
単位数を引き上げる。

○ また、「緊急時」という局面を勘案し、定員を超えて受け入れた場合には、期間を区切った上で、特
例的に加算をするとともに、その間は、定員超過利用減算は適用しないこととする。

※ （２）の加算については、拠点等の機能を「担う」・「担わない」で加算の算定の可否を分けることは
しない。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抜粋）

地域生活支援拠点等について

≪地域生活支援拠点等相談強化加算【新設】≫ 700単位／回
※ 短期入所事業所への受入れ実績（回数）に応じて、月４回を限度に加算。

≪緊急短期入所受入加算の見直し≫
［現 行］
イ 緊急短期入所受入加算（Ⅰ） 120単位／日
ロ 緊急短期入所受入加算（Ⅱ） 180単位／日

※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場
合に、利用を開始した日に限り、当該緊急利用者のみに対して加算する。

［見直し後］
イ 緊急短期入所受入加算（Ⅰ） 180単位／日
ロ 緊急短期入所受入加算（Ⅱ） 270単位／日

※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場
合に、当該指定短期入所を行った日から起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家
族の疾病等やむを得ない事情がある場合にあっては、14日）を限度として、当該緊急利用者

のみに対して加算する。

≪定員超過特例加算【新設】≫ 50単位／日
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≪体験利用支援加算の見直し≫ ※ 日中活動系サービス
［現 行］ ［見直し後］
300単位／日 500単位／日（初日から５日目まで）

＋50単位／日※地域生活支援拠点等の場合
250単位／日（６日目から15日目まで）
＋50単位／日※地域生活支援拠点等の場合

≪体験利用加算の見直し≫ ※ 地域移行支援
［現 行］ ［見直し後］
300単位／日 500単位／日（初日から５日目まで）

＋50単位／日※地域生活支援拠点等の場合
250単位／日（６日目から15日目まで）
＋50単位／日※地域生活支援拠点等の場合

≪体験宿泊支援加算【新設】≫ ※ 施設入所支援 120単位／日

≪体験宿泊加算の見直し≫ ※ 地域移行支援
［現 行］
イ 体験宿泊加算（Ⅰ） 300単位／日
ロ 体験宿泊加算（Ⅱ） 700単位／日

［見直し後］
イ 体験宿泊加算（Ⅰ） 350単位／日
ロ 体験宿泊加算（Ⅱ） 750単位／日

３．地域生活支援拠点等

（３）体験の機会・場の機能の強化
○ 拠点等における体験の機会・場の機能を強化する観点から、拠点等としての機能を担う場合の日
中活動系サービスの体験利用支援加算について、利用期間の制限を廃止する。

○ また、地域移行に係る「体験」については、地域移行支援と日中活動系サービスの事業所双方の
連携・調整が必要であり、日中活動系サービスの体験利用支援加算については、加算算定に当た
り、当該支援内容の記録を要件としているが、事務負担軽減や報酬請求の判定に格差が生じない
ようにする観点から、簡易な「体験利用計画」の様式を示す。

○ さらに、体験を行うタイミング、体験後の地域移行の可否の見極めが短期間であることや地域移
行支援事業所との調整等の負担を踏まえ、日中活動系サービスの体験利用支援加算の引上げを
行うとともに、初期段階における体験利用支援の加算単位数を高く設定し、その後は逓減制にする。

○ なお、日中活動系サービスの体験利用支援加算が地域移行に係る「送り出し」の支援の評価であ
ることに対し、地域移行支援の体験利用加算については、地域移行の体験利用に係る「受け入れ」
の支援の評価であり、表裏一体の関係にあることから、地域移行支援の体験利用加算についても、
体験利用支援加算に併せて見直す。

○ 加えて、体験利用を促進する観点から、例えば、施設入所支援利用者が夜のみ短期入所を利用
し、日中は生活介護を利用する場合、日中活動系サービスを行う障害者支援施設の体験の機会に
係る支援を評価する体験宿泊支援加算を創設する。なお、地域移行支援の体験宿泊加算について
も、体験宿泊支援加算の創設を踏まえ見直す。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抜粋）
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３．地域生活支援拠点等

（４）専門的人材の確保・養成の機能の強化
○ 拠点等における専門的人材の確保・養成の機能を強化する観点から、手厚い体制や個別特性に
対応する支援の評価として、重度障害者支援加算を生活介護（障害者支援施設が行う生活介護を
除く。）に創設する。

※ （４）の加算については、拠点等の機能を「担う」・「担わない」で加算の算定の可否を分けることは
しない。

（５）地域の体制づくりの機能の強化
○ 拠点等における地域の体制づくりの機能を強化する観点から、特定相談支援事業所（障害児相
談支援事業所を含む。）を中心に、月に１回、支援困難事例等についての課題検討を通じ、地域課
題の明確化と解決に向けて、情報共有等を行い、共同で対応していることを評価する加算を創設す
る。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抜粋）
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地域生活支援拠点等について

≪重度障害者支援加算【新設】≫

イ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置した場合
（体制加算） ７単位／日
※ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置している旨の届出をしており、
かつ、支援計画シート等を作成している場合に加算する。ただし、強度行動障害を有する
者が利用していない場合は加算しない。

ロ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が、実践研修修了者の作成した支援計
画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合
（個人加算） 180単位／日

※ 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修
（基礎研修）修了者が、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合に加
算する。なお、当該基礎研修修了者１人の配置につき利用者５人まで加算できることとす
る。

≪地域体制強化共同支援加算【新設】≫ 2,000単位／月（月１回を限度）



○ 各市町の社会資源に偏りがあったが、拠点等コーディネーターが広域で調整を図り、
体験の機会・場の提供や緊急時の受け入れ・対応など、障がいのある人等が安心し
て暮らせるよう、地域の関係者が連携した支援体制を構築することができるように
なった。

北海道根室圏域

整備済の自治体等の声 ①

○ 緊急時のショートステイの先として、これまで市内高齢施設と協定を締結していた
が、重度の障がい者や医療的ケア児の受け入れにあたっては高齢施設では難しいた
め、地域生活支援拠点等の整備をきっかけに入所施設及び障がい児通所施設の２
か所と新たに協定を締結し体制を強化した。

○ 強度行動障がいの方や医療的ケア児の方が安心して地域で生活できるように、半
田市障がい者自立支援協議会に強度行動障がい支援及び医療的ケア児に係る支援
のプロジェクトチームを発足し、専門性の高い人材育成のための研修や地域で支える
仕組みづくりなどに取り組み、支援の充実を図っている。

愛知県半田市

○ 本市の協議会である「はつかいち福祉ねっと」に設置した「地域生活支援システム
プロジェクト(平成28年度～)」において、障がいのある人、家族、事業所などとの協議
を重ね、市独自に「地域生活支援システム緊急時受入等実施要綱」を制定した。

○ 現在は、順次、市内事業者との委託契約の締結を進めるとともに、相談支援専門
員の協力により、サービス等利用計画更新時等の機会を活用して「緊急時連絡票(兼
登録申請書)」の作成に着手しはじめた段階である。

○ 取組を進めるにあたって最も良かった点は、「わが町に合ったスタイル」の検討プロ
セスを通して、それぞれの立場を理解しながら、課題の解決方法等を議論できるよう
になったことである。

○ 本市では、プロジェクトにおいて緊急的なニーズとして整理された「緊急時の受け入
れ・対応」から集中的に検討を進めたが、今後もプロジェクトやその他専門部会での
取組を継続することで、地域生活支援拠点等の各種機能の整備を進め、関係者から
出されている「関係機関相互の連携による支援体制の確立」、「安心して暮らし続ける
ことができる廿日市市の実現」という期待の声に応えることができるよう取り組み続け
たいと考えている。

広島県廿日市市
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○ 年間での空床を確保している緊急ショートステイを利用する前のアセスメントや送
迎、民間アパートで実施している地域生活体験事業を利用するためのプランの作成
を相談支援事業所が担うことで、安心した受入体制へ繋がるとともに、各機能のより
一層の有機的な連携が可能となった。

山口県宇部市

整備済の自治体等の声 ②

○ 短期入所等の事業所の協力を得て、圏域内における常時の緊急時受入れ体制を
確保し、コーディネーターが調整することで、困難なケースにも円滑に対応できる体制
を整備でき、将来の安心につながった。また、地域生活支援拠点等の整備を通じて、
行政や相談支援事業所、福祉サービス事業所などが地域課題を共有し、地域全体で
支えるという気運が高まった。

香川県中讃東圏域

○ 自立支援協議会の中でコーディネーターが中心となり、実践における課題をブラッ
シュアップする仕組みを構築したことで、指定特定相談支援事業所の相談支援専門
員の資質向上に繋がるとともに、市内で偏りのない相談サービスを提供出来るように

なり、誰でも相談できる体制が整い、相談者の利便性の向上につながった。

大分県別府市

○ 各自治体等におかれましては、本パンフレットに収められている内容を参考に、
各地域のニーズを把握し、課題の共有といった、地域分析（アセスメント）を十分に
行い、“ＰＤＣＡ”の視点で、それぞれの自治体等において、拠点等における支援困
難事例等のノウハウの蓄積・活用を図ることによって、拠点等の整備や必要な機能
の強化・充実に取り組んでいただきますようお願いいたします。

○ 今後、各種多様な形の拠点等の好事例が“のれん分け”され、全国に縦横的に展
開されることにより、全国各地で拠点等の構築や地域の課題やニーズに応える運営
が広がることを期待しております。

各立場を超えた連携・協働をお願いします！
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No 事業所名 　 　　 住所 電話番号

1 マリン 〒 279-0042 浦安市東野1－7－5 070-8693-9344

2 ケアリッツ浦安 〒 279-0002 浦安市北栄３－５－25U-BIG BLUTO－205 047-711-1982

3 ニチイケアセンター浦安 〒 279-0001 浦安市当代島1 － 4 － 1 第一西脇ビル2 Ｆ 047-390-6162

4 平和ライフケアサービス 〒 279-0001 浦安市当代島1 － 5 － 1 ラッフィナート101 047-353-0363

5 あさりケアサービス 〒 279-0002 浦安市北栄2 －17－30　パルメゾンソーマ108 047-355-8885

6 おあしすヘルパー・センター 〒 279-0002 浦安市北栄3 －33－27　1 Ｆ 047-311-4644

7 癒しのヘルパーステーション浦安 〒 279-0041 浦安市堀江1 －29－ 4 ヌーヴェルヴァーグ101 047-305-6788

8 ヤマダ介護 〒 279-0002 浦安市北栄3 －38－44ブランシェ浦安103 047-720-0235

9 ケアラビット浦安センター 〒 279-0002 浦安市北栄4 －20－10 047-316-7311

10 総合福祉サービス 〒 279-0003 浦安市海楽1 － 3 －13 047-381-1187

11 SOMPOケア浦安 〒 279-0004 浦安市当代島1 － 1 －11　フォーレストビル３階Ａ号室 047-325-9925

12 Rakue浦安 〒 279-0004 浦安市猫実5 － 7 － 1 ビビアンコート3 Ｆ 047-721-0333

13 リリーフケア24 〒 279-0004 浦安市猫実5 －11－18 047-352-9123

14 レスパイトケア 〒 279-0002 浦安市北栄1 －16－30－305 047-727-4479

15 ニチイケアセンター新浦安 〒 279-0012 浦安市入船4 － 3 － 1 新浦安エスケービル4 Ｆ 047-304-4561

16 エメラルドサポート 〒 279-0012 浦安市入船4 － 2 － 8 047-351-4140

17 パーソナルケアセンター 〒 279-0022 浦安市今川1 －14－52 047-304-8811

18 光悠指定訪問介護事業所 〒 279-0041 浦安市堀江6 －13－24　2 階 047-354-4140

19 ケーズケア（介護車両による移動可） 〒 279-0041 浦安市猫実２－9ー31 047-711-2224

20 ぴゅあ訪問介護事業所 〒 279-0041 浦安市堀江1 － 6 －19　リバーハイツ206号 047-705-5563

21 なゆた 〒 279-0041 浦安市堀江6 － 4 －36 047-325-9141

22 ケアステーションきらら浦安 〒 279-0002 浦安市北栄2 －18－18ライフサポートレジデンスゆらら北栄207号室 047-709-3671

23 アイノテ訪問介護事業所 〒 279-0004 浦安市猫実4 －12－25 047-374-3067

24 ニチイケアセンター舞浜 〒 279-0043 浦安市富士見4－15－21グランコート舞浜202 047-381-0121

25 訪問介護ファミリア 〒 279-0004 浦安市猫実2－16－2　シンダナマンション106 047-727-3930

26 ヒノデ第一交通　市川営業所 〒 272-0013 市川市高谷1949－12 047-328-4511

27 レッツ・レンコン 〒 272-0013 市川市高谷2－15－7 047-307-9101

28 のんびりケアサービス 〒 272-0105 市川市関ヶ島13－3－101 047-702-5610

29 訪問介護くら 〒 272-0107 市川市押切15－12 047-314-5148

30 ニチイケアセンター妙典 〒 272-0111 市川市妙典4－7－12 047-306-7386

31 ケアリッツ行徳 〒 272-0133 市川市行徳駅前1－27－19　アネックス渋谷302 047-711-0515

32 スキエット 〒 272-0115 市川市富浜2－12－18　ＫＩＹビル2階 047-312-6538

33 愛ネット 〒 272-0137 市川市福栄3－20－8 047-701-3050

34 中山総合福祉マネジメント　北方店 〒 272-0815 市川市北方2－12－1　フォレストハウス市川101 047-711-1605

35 すきっぷ 〒 272-0823 市川市東菅野3－3－24 047-335-0820

36 ケアリッツ南行徳 〒 272-0138 市川市南行徳3－13－6　グランディ南行徳303 047-711-2511

37 訪問介護れもん 〒 273-0865 船橋市夏見6－7－14 047-456-8551

38 はにーびい 〒 274-0063 船橋市習志野台3－14－3 047-402-4328

39 ホームグランド 〒 274-0073 船橋市田喜野井2－18－3 グレーネⅡ201 047-476-8583

40 ニチイケアセンター八千代緑が丘 〒 276-0046 八千代市大和田新田66－7 047-458-6221

41 ケアステーション　しゅしゅ 〒 277-0832 柏市北柏4－4－8 04-7165-1526

42 ADVANCE 〒 278-0043 野田市清水382－59 04-7196-6995

43 ユーカリサンシャイン 〒 285-0857 佐倉市宮ノ台2－28－1 043-463-5596

44 障害福祉サービス　青葉 〒 260-0811 千葉市中央区大森町514－236 043-371-5472

45 Ｈａｎａヘルパーステーションおゆみ野 〒 266-0031 千葉市緑区おゆみ野1－21－6 043-293-8270

46 グッタイム 〒 274-0824 船橋市前原東2－19－2 047-409-1081

47 麗訪問介護 〒 278-0017 野田市大殿井83－13 04-7199-3066

48 K-WORKER　神楽坂営業所 〒 162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町535　翠彩ビル1階 03-6233-8690

49 有限会社プーさんの家 〒 104-0051 東京都中央区佃1－3－9 03-3536-0234

50 ジャパンケア白山 〒 112-0001 東京都文京区白山5－17－19－201 鳥居本ビル 03-5319-3911

51 クローバーケアステーション城東 〒 132-0014 東京都江戸川区東瑞江3－17－8　キャッスル瑞江1階 03-3678-6451

52 トラスト葛西 〒 134-0081 東京都江戸川区北葛西5丁目30番9号203 03-6808-6468

53 ハートケア 〒 134-0083 東京都江戸川区中葛西3－18－11－102 03-6663-8807

54 希望のまち船堀訪問介護事業所 〒 132-0033 東京都江戸川区東小松4－54－16パールヒルズ201号室 03-5879-6061

55 ゆきわりそう　この町サービス 〒 171-0052 東京都豊島区南長崎6丁目19番5号　ゆきわりそう1階 03-3950-2004

56 大谷口ケアサービス 〒 173-0031 東京都板橋区大谷口北町76－2 03-5964-5355

57 アクセスポイント吉祥寺 〒 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1－31－11ＫＳビル802 0422-23-8302

58 まりも介護サポート 〒 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町3－488－3スカイハイム102 048-660-5551

59 宮原ゆめの園ヘルパーステーション 〒 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1－478 048-660-0153

60 ケアサポート２４若葉 〒 350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見4－2－16 049-279-5346

61 ニチイケアセンター須賀川 〒 962-0859 福島県須賀川市塚田13－1ヨネクラビル2階 0248-63-1711

62 ニコニコガイドサービス 〒 814-0151 福岡県福岡市城南区堤1－10－21　iビル202 092-874-0027

63 熊本市社会福祉事業団　平成ヘルパー事業所 〒 860-0863 熊本市南区平成1－16－18 096-273-7766

64 ヘルパーステーション小禄 〒 901-0152 沖縄県那覇市小禄2－1－3 098-857-6205
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